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パ
ン

中
国
近
代

の
社
会
変
動
と

「幇
」
結
合

蜂

谷

庸

子

[
、

序

二
千
年
に
わ
た
る
家
産
官
僚
制

に
よ

る
支
配
体
制

の
解
体
と
、
近
代
的
社
会

主
義
国
家

の
成
立
と
を
帰
結
し
た
中
国
近
代
期
の
社
会
変
動
は
、
二
つ
の
局
面

を
も

っ
て
い
る
。

第

一
の
局
面
と
は
、
秦
漢
帝
国
以
来

の
各
王
朝
末
期
に
反
復
的
に
生
起
し
て

「易
世
革
命
」
(.v成
立

の
諸
条
件
を
醸
成
し
た
、
類
型
的
な
社
会
解
体
現
象

で
あ

る
。
そ
の
主
要
因
は
、
支
配
階
級

の
腐
敗
や
失
政
、
人
口
過
剰
と
生
産
力
の
低

迷
、
相
継
ぐ
自
然
災
害
、
軍
事
費

の
膨
脹
に
よ
る
国
家
財
政
の
邁
迫
な
ど
で
あ

る
。

こ
れ
ら
の
原
因
が
招
来
し
た
、
経
済
生
活
の
破
綻
に
よ
る
群
な
す
破
産
農

民
の
流
離
、
治
安
状
態

の
潰
滅
、
日
常
倫
理

・
道
徳

の
荒
廃
、
農
民
反
乱
と
そ
の

鎮
圧
や
群
雄
割
拠
の
継
続
に
よ
る
国
土

の
戦
場
化

な
ど
に
代
表
さ
れ
る
極
度
の

解
体
状
況
が
、
各
王
朝
交
替
期
に
は

い
つ
も
現
出
し
た
(・。)。

第
二
の
局
面
と
は
、
こ
の
時
期
の
特
殊
な
変
動
局
面
で
あ
る
。
そ
の
第

一
要

因
は
、
畢
竟
、
中
華
帝
国
と
西
洋
と
の
文
化
的
遭
遇
に
帰
着
し
た
、
近
代
資
本

主
義
経
済
の
ア
ジ
ア
進
出
と
中
国

の
半

植
民
地
化
。
第
二
要
因
は
内
生
的
な
も

の
で
、
康
煕

・
雍
正

・
乾
隆
帝
と
続

い
た

い
わ
ゆ
る

「
パ
ク
ス

・
シ
ニ
カ
」
が

も
た
ら
し
た
未
曽
有
の
人
口
爆
発
現
象
§
で
あ
る
。

こ
う
し
た
要
因

に
誘
発
さ

れ
て
、
中
国
史
に
お
け
る
稀
有
の
社
会
変
動
-

産
業
化
を
伴
う
、
伝
統
的
社

会
構
造
の
全
面
的
再
編
-

が
生
じ
た
。阿
片
戦
争
以
来
の
相
継
ぐ
軍
事
的
敗

北
が
契
機
と
な

っ
て
、
強
力
な
近
代
国
家
を
建
設
す
る
た
め
に

「
西
洋
の
力
」

の
源
泉
を
探
る
こ
と
が
、
こ
れ
以
降
、
中
国
指
導
層

の
共
有
す
る
喫
緊

の
課
題

と
な

っ
た
(虧)。
儒
教
に
代
わ
る
新
し
い
価
値
体
系

に
立
脚
す
る
中
華

人
民
共
和

国

の
建
設
に
至
る
社
会
運
動
は
、

こ
の
期
が
産
ん
だ
新
し

い
タ
イ
プ

の
知
識
人

ー

富
国
強
兵

の
桎
梏
の
淵
源
が
、
正
統
儒
教
思
想

に
あ
る
こ
と
を
発
見
し

て
、
そ
れ
を
放
棄
し
、
そ
の
代
替
物
を
摸
索
し
た
ー

が
、
そ
の
指
導
的
役
割

を
担
う
も
の
で
あ

っ
た
。

近
代
知
識
人
に
指
導
さ
れ
た
革
命
運
動

の
共
鳴
盤
と
な

っ
た
の
が
、
社
会
的

危
機

の
も
と
で
生
活
を
破
壊
さ
れ

つ
く
し
た

一
般
大
衆

-

貧
農
や
初
期
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

ー

で
あ
る
。
「民
衆
運
動
」
と
は
、
彼
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

パ
ン

の
政
治
的
表
出
の
総
称
で
あ
る
。
本
稿
が
と
り
あ
げ
る

「幇
」
(α)と
は
、
こ
う
し

た
民
衆
運
動
史
上
の
行
為
主
体
の

一
つ
な
の
で
あ
る
、
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歴
史
学
的
研
究
は
、
幇
を

「秘
密
結
社
」
と
呼
ん
で
政
治
史
的
観
点
か
ら
の

み
そ
の
意
味
を
解
読
し
て
い
る
(。)。
し
か
し
社
会
学
的
立
場
か
ら
幇
を
み
る
時

す
ぐ
に
次
の
二
点
が
想
起
さ
れ
る
。
第

一
に
、
当
該
中
国
社
会
が
、
社
会
構
造

の
分
化
が
低
段
階

に
あ
り
機
能
集
団

が
未
成
熟
で
あ

っ
た
こ
と
。
第
二
に
、
幇

の
成
員
母
体

が
、
半
公
権
的
な
保
障

機
関
と
し
て
の
伝
統
的
共
同
体

ー

家

族

.
同
族

・
村
落

・
ギ
ル
ド

ー

を
喪
失
し
た
階
級
脱
落
者
で
あ

っ
た
こ
と
。

こ
の
二
条
件
か
ら
演
繹
さ
れ
る
の
は
、
幇
は

一
面
的
な
政
治
結
社
に
還
元
さ
れ

え
な

い
多
機
能
集
団
で
は
な
か

っ
た
か
、
と

い
う
仮
説
で
あ
る
。
本
稿
の
目
的

は
、
幇
が
中
国
近
代

の
社
会
変
動
の
な
か
で
は
た
し
た
意
義
を
、
政
治
史
の
み

な
ら
ず
社
会

・
経
済
史
的
に
も
分
析

で
き
る
よ
う
な
枠
組
を
呈
示
す
る
こ
と
に

あ
る
。

さ
し
あ
た
っ
て

「帑
と
は
い
か
な

る
社
会
集
団
な
の
か
」
と
い
う
疑
問
が
生

じ
て
く
る
。
そ
の
厨
答
と
し
て
は
、
秘
密
主
義
的
で
奇
態
な
入
社
儀
礼
、
組
織

の
非
公
開
性
、
団
体
と
し
て
の
非
合

法
性
お
よ
び
権
力
者
に
対
す

る
執
拗
な
反

抗
な
ど
を
幇

の
特
性
と
し
て
指
摘
で
き
る
。
こ
う
し
た
性
格
の
た
め
か
、
西
洋

人
は
幇
を

「
秘
密
結
社
」
と
呼
ん
で
、
ギ

ル
ド

ー

た
と
え
ば

ー
ー

な
ど
か

ら
区
別
し
た
。
そ
し
て
そ
の
習
慣
が
今
日
の
研
究
者
に
も
受
継
が
れ
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
次
に
あ
げ

る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
本
稿
で
帑
の
作
業
定

義
を
す
る
に
あ
た

っ
て
無
視
で
き
な

い
重
要
な
ヒ
ン
ト
を
含
ん
で

い
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
で
あ

っ
た

マ
レ
ー
社
会
で
は
、

一
八
九
〇
年
に
施
行
さ

れ
た
結
社
条
例
の
法
制
化
が

一
つ
の
慣
例
を
う

み
だ
し
た
。

つ
ま
り
そ
れ
以
降

西
洋
人
の
間
で
は
、
開
放
的
で
有
益
な

「
公
司

(ギ
ル
ド
に
属
す
る

一
種
の
合

名
会
社
)」
と
、
秘
密
的
で
反
逆
的
な

「会

(我

々
の
用
語
法
で
は
幇
)」
と
の

区
別
が
定
着
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
他
方
、
現
地
の

}
般
中
国
人
の
用
法
で
は
、

あ

い
か
わ
ら
ず

「
公
司
」
は

「会
」
を
含
み
、
両
者
は
何
ら
区
別
さ
れ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
(刈)。
つ
ま
り
こ
の
事
実
は
、
中
国
人
、
こ
と
に
権
力
の
座
に
つ
い
て

い
な

い

一
般
民
衆
に
と
り
、
幇
が
そ
れ
ほ
ど
特
異
な
集
団
と
は
意
識
さ
れ
て
い

な
か

っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
西
洋
人
や
今
日
の
歴
史
家
が
幇
を

「
秘
密
結
社
」
と
呼
ん
で
、

中
国
ギ
ル
ド

ー

同
郷
団
体
、
同
郷
同
業
団
体
、
同
業
団
体

・-

か
ら
弁
別

す
る
の
は
根
拠

の
な

い
こ
と
で
は
な

い
。

社
会

.
経
済
的
な
有
力
者
を
正
式
な
成
員
と
し
た
中
国
ギ

ル
ド
は
、
政
治
史

上
た
い
し
た
役
割
を
は
た
さ
な
か

っ
た
。
中
国
ギ
ル
ド
は
、
た
と
え
ば
、
都
市

ゲ
マ
イ
ン

デ

共
同
体
を
形
成
し
た
西
欧
中
世
ギ
ル
ド
の
よ
う
に
は
、
都
市

レ
ベ
ル
で
の
共
同

体
に
成
長
し
て
自
治
を
獲
得
す
る
こ
と
も
、
家
産
制
的
中
央
集
権
国
家
に
対
す

る
政
治
闘
争
に
よ

っ
て
歴
史
的
発
展

の

一
翼
を
担
う

こ
と
も
な
か

っ
た
§
。

こ

の
点
で
対
照
的
な

の
が
幇
で
あ
る
。
何
ら
技
能
を
持
た
な

い
最
下
層
労
働
者
を

母
体
と
し
た
幇
は
、
そ
の
武
力
闘
争

に
よ

っ
て
民
衆
運
動
史
上
無
視
で
き
な

い

集
団
で
あ

っ
た
。
幇
の
社
会

・
経
済
的
地
位
に
帰
因
す
る
こ
の
政
治
的
反
抗
性

こ
そ
、
幇
を
ギ
ル
ド
か
ら
区
別
す
る
際
の
最
も
重
要
な
属
性
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
民
衆
が
両
者
を
同
じ
範
疇

で
理
解
し
て
い
た
と
い
う
先
ほ

ど
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
幇
と
ギ

ル
ド
が
構
造
的

・
機
能
的
に
多
く
の
類
似
性
を

持
つ
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な

い
の
か
P

幇
や
ギ
ル
ド
を
う
ん
だ
中
国

の
伝
統
社
会
は
、
親
族
組
識
の
発
達
し
た
社
会

で
あ
り
、
諸
共
同
体
は
、

い
わ
ば
旧
中
国
社
会

の
原
基
的
集
団
と
し
て
の
家
族

一62一



を
モ
デ

ル
に
構
成
さ
れ
て
い
た
(、v。
職
縁
団
体
と
し
て
の
ギ

ル
ド
も
、
い
ま
だ
血

縁

・
地
縁
と

い
う
自
然
紐
帯
原
理
を
超
克
す
る
に
至

っ
て
お
ら
ず
、
単
な
る
経

済
的
機
能
集
団
で
は
な
く
、
成
員

の
全

生
活
領
域
に
わ
た
る
諸
欲
求
を
包
摂
す

る
多
機
能
的
な
社
会
集
団
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
理
論
上
は
入
杜
儀
礼
を

通
過
し
た

「再
生
者
」
か
ら
構
成
さ
れ
る
幇
の
場
合

に
も
、
現
実
上
は
自
然
紐

帯
原
理
が
復
活
し
て
い
た
。
幇
の
支
配
関

係
や
結
合
意
識
は
家
族
主
義
的
な
も
の

で
あ
り
、
同
職
者
の
幇
に
し
て
も
同
郷
出
身
者
を
単
位
と
し
て
分
立
す
る
傾
向

に
あ

っ
た
。
加
え
て
、
幇
を
唯

一
の
帰

属
集
団
と
す
る
よ
う
な
下
層
民
が
母
体

で
あ

っ
た
か
ら
、
幇
も
ま
た
、
成
員

の
政
治

・
経
済

・
社
会

・
宗
教
な
ど
の
生

活
諸
領
域
に
わ
た
る
欲
求
に
こ
た
え

る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ

る
。以

上
の
考
察

に
依
拠
す
る
時
、
都
市
だ
け
で
な
く
農
村
部
に
も
存
在
し
た
幇

の
集
団
的
性
格
を
、
「階
級
脱
落
者
を

母
体
と
し
た
、
家
の
擬
制
に
立
つ
、
私
的

保
障
機
関

の

一
種
」
と
仮
設
す
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

こ
う
し
た
視
角
に
よ

っ

て
、
第

一
に
、
中
国
近
代

の
社
会
変
動

の
中
で
、
幇
が
対
内
的

・
対
外
的
に
多

様
な
機
能
を
は
た
し
た
こ
と
や
、
第
二
に
、
体
制
内
的
反
抗

(J

・
シ
ェ
ノ
ー
)

に
終
わ

っ
た
こ
の
期
の
幇
の
政
治
的
反
抗

の
限
界

の
要
因
が
、
す
で
に
行
為

の

動
機
レ
ベ
ル
に
内
在
し
て
い
た
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ

る
。

二
、
幇

-

家

の
擬
制

旧
中
国
社
会

の
構
造
上
の
基
礎
単
位

は
、
家
族

・
同
族

・
村
落
及
び
ギ

ル
ド

で
あ

っ
た
と
言
わ
れ
る
。
個
人
が
自
律
す
る
契
機

i

経
済
的
自
活
手
段
、
法

的
保
障
、
個
人
主
義
的
価
値
指
向

・は
未
熟
で
あ
り
、
個
人
で
は
な
く
家
族ど

う

が
経
済
を
は
じ
め
あ
ら
ゆ
る
社
会
生
活
の
単
位

で
あ

っ
た
。
同
居

・
同
財

・
同

さ
ん爨

と
い
う
儒
教
的
な
大
家
族
制
の
理
想
は
、
現
実
に
は
、
秦
漢
帝
国
以
来

の
兄

弟
均
分
相
続
制
の
規
制

に
よ

っ
て
、
小
家
族
化

i

封
鎖
的
な
消
費
生
活
が
、

平
均
五
人
前
後
と

い
う
小
規
模
な
家
族
を
単
位

と
し
て
い
た
と

い
う
意
味

で

に
偏
倚
し
て
い
た
。
自
然
の
脅
威
や
専
制
国
家
の
支
配
者

の
恣
意
に
晒
さ

れ
る
家
族

の
生
活
は
き
わ
め
て
不
安
定

で
あ
る
。
平
民
は
、
支
配
や
協
働

の
原

理
の
点
で
家

の
擬
制
に
立
ち
、
国
家
か
ら
も
容
認
さ
れ
た
伝
統
的
共
同
体
、
す

な
わ
ち
同
族
や
村
落
や
ギ
ル
ド
内
で
の
協
同
を
通
じ
て
の
み
、
生
命

・
財
産

の

実
質
的
保
障
や
日
常
的
諸
欲
求
の
充
足
を
獲
得
し
え
た
の
で
あ
る
。

深
刻
な
社
会
的
危
機
は
、
無
産

・
無
戸
籍

・
無
生
業
を
属
性
と
す
る

「
游
民
」

を
社
会
に
排
出
し
た
。
そ
れ
は
、
「良
民
」
す
な
わ
ち
、
臣
民
と
し
て
の
納
税
義

務
を
履
行
す
る
恒
産
有
籍
者
と
は
類
型
的
に
対
極
的
位
置
に
あ
る
社
会
的
カ
テ

ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
親
族
組
織
の
発
達
し
た
農
民
社
会

の
游
民
、
す
な
わ
ち
階
級

脱
落
者
を
母
体
と
し
た
こ
と
が
、
家
に
類
似
し
た
集
団
形
態

帰
属
意
識
、

結
合
原
理
や
対
内
的
機
能

の
点
で
-l

l
を
幇
に
と
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。

誰
が
幇
に
加
入
す
る
か

劉
永
福

(
一
八
三
七
年
～

一
九

一
六
年
)
後
年
、
幇
軍
団

「黒
旗
軍
」

の
幹
部
と
な
り
、
ベ
ト
ナ

ム
で
の
対
フ
ラ

ン
ス
軍
戦
争
や
台
湾
で
の
抗

日
運
動

で
功
績
を
あ
げ
、
民
族

の
英
雄
と
し
て
天
寿
を
全
う
し
た
ー

の
経
歴
は
、
孤

立
者
が
幇
に
加
入
す
る
ま
で
の
経
緯
を
如
実

に
物
語

っ
て
い
る
。
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広
東
省
西
部

の
郷
里
で
の
小
作
権
を
失

っ
た
彼

の

一
家
は
、
単
独
で
近
村

へ

移
住
し
た
。

ヨ
ソ
者
と
し
て
の
彼
ら

の
生
活
は
き
わ
め
て
不
安
定
で
あ

っ
た
。

両
親
の
死
亡
後
、
劉
は
浮
浪
者
と
な
り
、
炭
焼
や
運
搬
の
手
間
賃
で
飢
を
凌

い

で
い
た
。
す
で
に
流
寇
軍
化
し
て
複
雑
な
人
的
構
成
か
ら
な
る
太
平
軍

の

一
支

団
が
進
攻
し
て
来
た
時
、
二
十

一
歳

の
劉
は
そ
の
流
寇
軍
に
身
を
投
じ
た
(§
。

家
族
も
資
産
も
な

い
劉
に
は
、
代

わ
り
に
、
自
由
と
若
さ
と
持
た
ざ
る
者

の

投
げ
や
り
の
冒
険
心
と
が
残
さ
れ
て

い
た
。
こ
の
若
者
が
深
い
思
慮
も
な
い
ま

ま
に
太
平
軍
に
参
入
す

る
こ
と
を
阻

む
因
子
は
何
も
な
か

っ
た
。

ヨ
ソ
者
で
孤

立
者
と
し
て
の
劉
は
、
村
落
の
慣
習
や
土
地
に
緊
縛
さ
れ
た
農
民

の
エ
ー
ト

ス

や
、
安
定
し
た
家
族

.
宗
族
生
活
を
通
し
て
内
面
化
さ
れ
る
伝
統
的
倫
理

・
道

徳
な
ど
か
ら
自
由

で
あ

っ
た
。
犯
罪
行
為

の
心
理
的
枷
と
な
る
連
坐
制
を
考
慮
す

る
必
要
も
な
い
。
加
え
て
、
太
平
天
国
動
乱

の
最
中
で
、
社
会
は
ア
ナ
!
キ
ー

と
ア
ノ
ミ
!
状
態
に
陥

っ
て
い
た
。

軍
団

へ
の
参
画
は
、
む
し
ろ
、

一
種
の
ヒ

ロ
イ
ズ
ム
や
投
機
心
を
満
足
さ
せ
、
下
級
兵
士
と
し
て
の
義
務
と
権
利
は
彼
を

心
理
的
ア
ノ
ミ
ア
か
ら
救
出
し
、
な

か
ん
ず
く
、
集
団
帰
属
に
伴
う
精
神
的
安

定
と
最
低
限
度

の
生
存
と
を
保
障
し

て
く
れ
た
。

深
刻
な
解
体
変
動
下
の
欠
損
家
族

か
ら
は
、
え
て
し
て
、
劉
の
よ
う
な
青
年

が
産
ま
れ
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
幇

へ
の
加
入
が
集
団
的
に
発
生
す
る

典
型
的
ケ
ー
ス
を
、
中
国
史
上
戦
役
後

つ
ね
に
発
生
し
た
解
雇
兵
問
題
の
中
に

見
出
で
き
る
。

家
産
官
僚
制
下
の
軍
隊
制
度
の
も

と
で
は
、
職
業
軍
人
以
外
の
、
特
に
臨
時

の
傭
兵
な
ど
は
、
討
伐
対
象
た
る
土

匪
や
叛
徒
と
同
じ
社
会

・
経
済
的
地
位
に

あ

っ
た
。
官
軍
は
帰
順
し
た
賊
を
多

数
編
入
し
て
お
り
、
彼
ら
に
と

っ
て
は
、

解
雇
は
二
重
の
失
業
を
意
味
し
た
。
清
朝

の
法
律
が
浮
浪
兵
士
の
処
刑
を
規
定

し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
財
政
の
窮
乏
化
の
た
め
に
、
解
伍
兵
に
郷
里

へ

の
帰
還
費
用
さ
え
支
給
さ
れ
な

い
こ
と
が
多
か

っ
た
。
た
と
え
帰
村
す
る
場
合

で
も
、
「好
人
不
当
兵

(善
人
は
兵
士
に
な
ら
ず
兵
士
に
善

人
は
い
な

い
ご

と

い
う
俚
諺
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う

に
、
給
与
生
活
や
従
軍
中
の
悪
業

に
慣
れ
て
生

産
者

の
エ
ー
ト

ス
や
単
調
な
生
活

へ
の
忍
耐
力
を
喪
失
し
た
元
農
民

の
帰
農

は
、
村
落
農
民
の
拒
絶
を
受
け
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。

こ
う
し
て
、
定
住
す
る
土
地
も
、
生
業
も
、
伝
統
的
共
同
体
も
持
た
な

い
壮

士
の
群
れ
が
社
会
に
排
出
さ
れ
、
彼
ら
は
自
分
達
の
価
値
観
や
生
活
態
度
に
適

合
す
る
自
力
救
済
団
体
、
す
な
わ
ち
幇

へ
と
集
結
し
た
。

た
と
え
ば
、
太
平
天

国
制
圧
前
後
に
成
長
し
た
揚
子
江
流
域
の

「
哥
老
会
」
や
、
義
和
団

の
驚
威
的

拡
大
に
貢
献
し
た
山
東
地
方
の

「大
刀
会
」
は
、
解
雇
兵
を
母
体
と
し
て
、
周

辺
農
村
の
浮
浪
者
や
無
頼
漢
ー

た
と
え
ば
前
述
の
劉
青
年
の
よ
う
な
ー

を
個
別
に
吸
収
し

つ
つ
成
長
し
た
も
の
な

の
で
あ
る
。

他
方
、
農
村
経
済
の
解
体
と
並
行
し
て
、
資
本
主
義
経
済
の
侵
入
が
産
業
構

造

の
変
容
を
促
進
す
る
な
か
で
、
都
市

が
急
激
な
発
展
を
遂
げ
る
。

こ
の
期
の

未
組
織
で
治
安
の
劣
悪
な
都
市
部

へ
流
入
し
た
単
身

の
出
稼
労
働
者
や
游
民
層

も
、
彼
ら
の
唯

一
の
保
護
団
体
と
し
て
の
常

に
加
入
し
た
。

「飲
血
酒
」
の
儀
札
と

「反
清
復
明
」
と
い
う
政
治
的
綱
領
を
持

つ
こ
と
で

有
名
な

「三
合
会
」
は
、
華
中

・
華
南

の
諸
都
市
や
、
こ
の
期
に
植
民
地
と
し

て
開
発
さ
れ
始
め
た
東
南
ア
ジ
ア
の
華
僑
社
会
に
隠
然
た
る
勢
力
を
持

っ
た
。

ま
た
、
十
九
世
紀
半
ば
の
漕
運

の
杜
絶
に
よ
り
解
体
さ
れ
た
水
手
ギ
ル
ド
の
末

チ
ン
パ
ン

喬
組
織
と
し
て
の

「青
幇
」
は
、
江
南
か
ら
華
北

へ
の
従
来

の
運
河
輸
送
路
を
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中
心
と
し
て
、揚
子
江
中

・
下
流
域

の
要
衝
や
上
海
な
ど
の
新
興
貿
易
都
市
で
、

デ
ラ
シ
ネ
と
し
て
の
下
級
労
働
者
に
社
会
的
碇
泊
点
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
。

農
村
や
都
市
部
の
こ
の
様
な
環
境
下
で
、
生
存
を
脅
や
か
さ
れ
た
農
業
社
会

の
デ
ク
ラ

ッ
セ
分
子
は
、帰
属
集
団
を
持
た
ず
人
的
連
帯
を
喪
失
す
る
こ
と
で
、

精
神
的
飢
餓
-

心
理
的
ア
ノ
ミ
ア
や
世
俗
的
共
同
体
帰
属

へ
の
渇
望
ー

に
も
苦
し
め
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
物

・
心
両
面
に
お
け
る
基
本
的
欲
求

の
充
足

と
い
う
加
入
者

の
潜
在
的
な
動
機
こ
そ
が
、
家
に
類
似
し
た
構
造
や
機
能
を
帑

に
再
生
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

血
縁
的
共
同
の
意
識

当
核
中
国
社
会
が
親
族
組
織
の
発
達
し
た
社
会
で
あ

っ
た
た
め
か
、「血

の
盟

約
」
は
そ
れ
ほ
ど
特
異
な
約
定
方
式

で
は
な
か

っ
た
。
「水
濤
伝
」
の
梁
山
泊
的

結
合
や

.コ
ニ
国
史
演
義
」
の
中
の

「桃
園
の
義
」
に
現
わ
れ
る
血
の
盟
約
を
、

文
盲
の
民
衆
は
演
劇
や
講
談
を
通
し

て
知
り
身
近
な
風
俗
を
感
じ
て
い
た
(一ご
。

我

々
が
関
心
を
持

つ
幇
の
場
合
で
も
、
前
述
の
三
A
且
二や

哥
老
会
、
太
平
天
国

ネ
ン

動
乱
期
に
飢
餓
農
民
軍
団

へ
と
成
長
し
て
淮
河
流
域
を
寇
掠
し
た

「
捻
」
軍
な

ど
も
、
入
社
式
の
重
要
な
儀
礼
と
し

て
血
盟
を
採
用
し
て

い
た
事
実
が
史
料
に

残

っ
て
い
る
。

入
会
に
際
し
て
の
神
威
の
照
覧
下

で
の
血
の
盟
約
に
は
、
そ

の
誓
約
を
呪
縛

す
る
と
同
時
に
、
幇
員
間
に
血
縁
関
係
を
創
成
す
る
機
能
が
あ

っ
た
(§
。
血
の

呪
縛
は
、

一
種
の
運
命
共
同
体
と
し

て
の
幇

へ
の
忠
誠
、
絶
対
服
従
や
幇
の
掟

や
諸
活
動

へ
の
自
発
的
遂
行
を
促
し

た
。
他
方
、
血
縁

の
擬
制
は
血
族
意
識
を

醸
成
す
る
。
三
合
会

の
成
員
は
内
輪

で
は

「洪
家
の
息
子
」
と
呼
び
合

っ
て
い

た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
親
族
的
な
共
同
生
活
の
主
観
的
な
基
礎
を
形
成
す

る
血
縁
の
擬
制
は
、
同
時
に
、
血
縁
関
係

に
固
有

の
特
殊
主
義
的
属
性
ま
で
も

復
元
す
る
。

そ
れ
は
第

一
に

「対
内
道
徳
と
対
外
道
徳

の
分
裂
」
と
し
て
現
わ
れ
る
。
た

と
え
ば
、
青
幇
が
そ
の
十
大
幇
規

の
中
で

「奸
盗
邪
淫
す

べ
か
ら
ず
、
福
あ
ら

ば
同
じ
く
享
く
べ
し
、
難
あ
ら
ば
同
じ
く
當
る

べ
し
、
仁
義
礼
智
信
た
る
べ

し
」
(一ωvと
定
め
て
い
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
幇
が
相
互
扶
助
や
勧
善
懲
悪
を
義

務
づ
け
る
掟
を
持

っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
う
し
た
道
徳
律
に
は
普
遍
主
義
が
欠

落
し
て

い
た
。
部
外
者
は
、
幇
貝
の
疎
外
者

・
生
存
競
争

の
敵
対
者
以
外

の
何

者
で
も
な
く
、幇
の
諸
活
動
の
搾
取
対
象

・
手
段
と
し
か
み
な
さ
れ
な
か

っ
た
。

い
か
な
る
文
化
的
価
値
観
点
か
ら
み
て
も
犯
罪
行
為
と
し
か
判
断
で
き
な

い
よ

う
な
幇
の
活
動
は
、

一
面
こ
の
様
な
道
徳
観
に
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ

の
第
二
は
、
割
拠
主
義

に
現
わ
れ
る
。
入
社

式

の
単
位

と
な

る
支
部

(δ
仙
σq
Φ)
レ
ベ
ル
で
、
同
系
譜

の
幇
同
志

-

理
論
上
は
全

て
の
幇
員
が
義
兄

弟

ー

で
さ
え
、
対
立

・
抗
争

の
関
係
に
は
い
る
。
三
合
会

の
各
支
部
は
、
現

実
に
は
、出
身
地
や
職
業
別
に
分
立
し
て
し
ば
し
ば
流
血
騒
ぎ
を
起
し
て
い
た
。

そ
の
た
め

一・九
五
九
年
に
香
港
三
合
会
を
調
査
し
た
香
港
警
察
副
署
長

W

・

P

・
モ
ー
ガ
ン
は
、
「三
合
会
は

、.窪
⑦
日
二
巴
、.
と
い
う
よ
り

..昏
①
↓
「冨
旦
ω..
と

呼

ぶ
方
が
ふ
さ
わ
し

い
」
と
述

べ
て

い
る
と
い
う
(一劇v。
法
秩
序
の
未
熟
や
解
体
、

経
済
資
源
の
僅
少
に
よ
る
熾
烈
な
競
合
、
異
質
な
風
俗

・
言
語
集
団
の
林
立

・
.

葛
藤
す
る
社
会
状
況
下
で
、
三
合
会
は
支
部
単
位
で
割
拠
し
集
団
的
利
己
主
義

、

を
展
開
し
た
。
対
内
道
徳
の
枠
を
、
汎
香
港
三
合
会

レ
ベ
ル
に
ま
で
拡
大
す
る

こ
と
さ
え
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
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入
社
式
お
よ
び
飲
血
酒
の
儀
式

は
支
部
単
位
で
行
な
わ
れ
た
。
人
間
同
志
の

親
和
感
情
を
強
め
る
共
食
が
入
社
式

後
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
幇
員

に

と

っ
て
の
日
常
的
な
実
質
上
の

く
一
家
V
と
は
支
部
で
あ

っ
た
。
相
互
に
血
を

飲
み
か
わ
し
て

い
な

い
他
支
部
と
は
、
観
念
的
で
薄
い
連
帯
感
で
結
ば
れ
て
い

た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
血
縁

の
擬
制
に
立

っ
た
人
間
結
合

は
そ
れ
自
体

の
中
に
、
特
殊
主
義
的
道
徳
原
理
や
小
規
模
分
立

・
割
拠

へ
の
傾

向
を
内
在
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

族
的
構
造
原
理

血
縁
の
擬
制

に
立
脚
し
た
兄
弟
仲

間
意
識
は
、幇
員
問
の
社
会
関
係

の
中
に
、

血
縁
関
係
固
有

の
特
殊
な
規
律
の
原

理
を
も
復
活
さ
せ
る
。
そ
の
基
本
と
な
る

の
は
、
縦

の
父
子
的
な
上
下
従
属
関

係
と
、
横
の
兄
弟
同
輩
的
な
親
和
関
係
と

で
あ
る
。
現
実
の
家
族
や
同
族
が
そ
う
で
あ
る
よ
う

に
、
個

々
の
幇
も
こ
の
二

つ
の
関
係
原
理
の
均
衡
状
態
に
あ

る
こ
と
は
論
を
要
し
な

い
。

こ
の
前
提
を
ふ

ま
え
た
上
で
、
二
原
理
が
対
照
的

に
現
わ
れ
て
い
る
青
幇
と
三
合
会
と
を
例
に

し
て
、
族
的
構
造
特
性
や
、
そ
の
類
型
的
特
性
を
付
与
し
た
要
因
を
検
討
し
て

み
よ
う
。

青
幇
の
元
祖
は
、
江
南
の
穀
倉

地
帯

か
ら
北
京

へ
の
運
河
輸
送
に
従
事
し
た

水
手
の
ギ

ル
ド
で
あ
る
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。
漕
運
労
働
者
の
供
給
源
は

運
河
近
隣
諸
省

の
農
村
失
業
者
や
游
民
で
あ

っ
た
。
慣
習

・
風
俗

・
言
語
を
異

に
す
る
文
化
的
坩
堝
と
し
て
の
労
働

者
集
合
の
新
陳
代
謝
は
、
過
重
な
肉
体
労

働
や
輸
送
途
上
で
の
土
匪
か
ら
の
攻

略
に
よ

っ
て
促
進
さ
れ
た
。
出
身
地
や
前

歴
を
異
に
す
る
壮
士
達
を
、
生
命

の
危
険
を
伴
う
漕
運
労
働
と
い
う
同

一
目
的

に
動
員
す

る
に
は
、強
力
な
統
制
や
統
合
の
手
段
が
必
要
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。

そ
の
機
能
を
果
し
た
の
が
、
羅
教
と

「輩
字
の
制
」
1

族
内
の
世
代
秩
序
関

係
の
規
制
原
理

i

と
で
あ
る
。

運
河
沿
線
の
労
働
者
の
碇
泊
安
息
所
は
、
守
護
神
と
し
て
の
羅
祖

へ
の
共
同

祭
祀
や
信
仰
の
た
め
の
集
会
所
で
も
あ

っ
た
。
宗
教
的
共
同
は
、
不
安
定
な
生

活
で
す
さ
ん
だ
水
手

の
心
に
人
的
連
帯
感
と
基
本
的
道
徳
感
と
を
呼
戻
し
た
。

一
方
、
漕
運
労
働
の
統
制
に
最
も
貢
献
し
た
の
が
輩
字

の
制
度
で
あ
る
。
入
門

し
た
弟
子
が
直
接
の
師
と
の
問
に
結

ぶ
父
子
的
な
師
弟
関
係
は
、
弟
子
と
そ
の

直
接

の
弟
子
と
の
関
係

に
も
転
用
さ
れ
た
。
青
幇
は
前
後
二
十
四
代
ず

つ
に
わ

た
る
字
輩

の
制
定
に
よ
り
、
全
成
員
を
統

一
あ
る
体
統
序
列
に
位
置
づ
け
て
、

上
下
間
の
絶
対
的
服
従
と
同
字
輩
者
同
志
の
協
調

・
連
帯
と
で
労
働
の
達
成
を

円
滑
に
し
て

い
た
わ
け
で
あ
る
。
青
幇
の
そ
の
後
の
勢
力
拡
大
の
可
能
性
は
、

す
で
に
、
こ
の
全
組
織
を
包
括
す
る
位
階
構
造
原
理
に
内
在
し
て
い
た
と
言
え

る
葛
v。

他
方
、
反
清
復
明
党
三
合
会
の
場
合
に
は
、
入
社
儀
礼
の
執
行
者
と
し
て
の

リ
ー
ダ
ー
と

一
般
成
員
と
に
分
化
す
る
の
み
で
あ

っ
た
。
政
治
目
標
達
成
の
た

め
の
合
理
的
な
役
割
分
化
や
規
範
は
な
く
、
政
治
運
動
の
た
め
の
諸
計
画
や
軍

事
訓
練
は
ま
れ
で
あ

っ
た
か
ら
、
反
清
復
明
と
い
う
政
治
目
標
は
、
む
し
ろ
、

儀
礼
上
の
綱
領
に
堕
す
る
可
能
性
が
大
き
か
っ
た
。
三
合
会
は
、
多
様
な
動
機

か
ら
加
入
す
る
デ
ラ
シ
ネ
苦
力
に
と

っ
て
は
同
郷
団
体
や
共
同
団
体
で
あ
り
、

犯
罪
者
や
無
頼
漢
に
と

っ
て
は

一
種
の
ア
ジ
ー
ル
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。

現
実
に
は
1

儀
礼
上
は
と
も
か
く

幇
全
体
と
し
て
の
統

一
目
標
は

な
く
、
ま
た
そ
の
た
め
に
、
動
員
や
統
制

の
手
段
が
必
要
と
さ
れ
な
か
っ
た
た
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め
に
、
三
合
会
は
、
儀
礼
的
に
遮
断
さ
れ
た
外
社
会
で
の
身
分
や
地
位
を

一
切

放
棄
し
て
、
横

の
対
等
関
係

の
優
越
す
る
同
輩

・
仲
間
的
結
合
構
造
を
発
展
さ

せ
た
。
幇
員
問

の
対
等
意
識
や
三
合
会

の
全
組
織
を
包
摂
す
る
位
階
性
原
理
の

欠
落
が
、
前
述

の
.、9
①
↓
二
巴
ω,
と
形
容
さ
れ
る
よ
う
な
割
拠
主
義
発
生
の

一

因
と
な

っ
た
の
で
あ
る
(§
。

対
内
的
秩
序
の
面
で
、
縦

・
横

二
つ
の
原
理
の
う
ち
ど
ち
ら
が
優
越
す
る
に

せ
よ
、
血
縁
の
擬
制

に
立

つ
誓
約
兄
弟
団
と
し
て
の
幇
は
、
幇
員
か
ら
は
再
生

者
よ
り
構
成
さ
れ
る

「家
」
と
意
識
さ
れ
る
。
生
物
学
上
の
血
縁
が
永
遠
に
断

ち
切
れ
な

い
の
と
同
様
、

一
家
と
し
て
の
幇
か
ら
の
脱
退
は
許
さ
れ
ず
、
幇
員

は
全
人
格
的
拘
束
に
甘
ん
じ
た
。

幇
の
活
動
が
革
命
運
動
で
あ
れ
単
な
る
犯
罪

活
動
で
あ
れ
、
幇
員
は
そ
の
目
的

の
い
か
ん
に
拘
わ
ら
ず
、
運
命
共
同
体

の

一

員
と
し
て
そ
れ
に
参
画
し
た
。
我

々
は
、
幇
の
最
も
日
常
的
活
動
と
し
て
の
経

済
行
動
の
中
に
も
、
こ
う
し
た
家
族
的
運
命
共
同
性

の

一
端
を
見

い
.出
す
こ
と

が
で
き
る
。

幇
の
経
済

戦
乱

.
疫
病

・
災
害
な
ど
の
た
め
に
、
多
く

の
人
口
が
飢
餓
線
上
に
放
擲
さ

れ
る
よ
う
な
時
で
も
、
幇
は
そ
の
集
団
的
利
己
主
義
を
発
揮
す
る
こ
と
で
、
少

な
く
と
も
良
民
達
よ
り
は
多
く
の
食
料
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
生
業
や

安
定
し
た
収
入
源
を
持
た
ぬ
成
員
を
母
体
と
し
た
幇
は
、
組
織
と
し
て
、
財
源

確
保
の
た
め
に
独
自

の
収
入
の
方
途
を
開
発
し
て
い
る
。

人
口
増
大
が
そ
の
疲
弊

の

一
因

と
も
な

っ
た
農
村
部
に
余
分
な
可
耕
地
は
な

く
、
都
市
部
に
し
て
も
諸
産
業
は
未
熟
で
あ

っ
た
か
ら
、
幇
の
経
済
活
動
は
お

の
ず
か
ら
非
生
産
的

・
寄
生
的

・
非
合
法
的
部
門

へ
と
偏
倚
し
た
。
そ
う
し
た

傾
向
は
、
社
会
全
般

の
経
済
的
資
源
の
貧
困

・
熾
烈
な
生
存
競
争
や
法
秩
序
の

壊
乱
と
い
う
外
的
社
会
的
条
件
と
、
他
方
、
安
定
し
た
家
族
生
活

の
中

で
陶
冶

さ
れ
る
、
儒
教
国
家
の
従
順
な
臣
民
と
し
て
の
価
値
や
規
範

か
ら

の
解
離
と
い

う
幇
員
の
内
的

・
心
理
的
要
因
と
に
よ

っ
て
増
幅
さ
れ
て
い
た
。

幇

の
専
業
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
国
家
の
専
売
や
独

占

の
も
と
に
あ

っ
た
塩
や
阿
片
を
は
じ
め
と
す
る
ヤ
ミ
物
資

の
流
通
機
構

へ
の

介
入
、
賭
博
場
の
開
帳
、
阿
片
館
や
売
春
館
の
経
営
、
地
主
や
ギ

ル
ド
の
私
兵
、

械
闘
要
員
、
運
搬
や
輸
送

の
請
負
、
通
行
税
関
所

の
私
設
お
よ
び
強
盗

.
殺
人

の
請
負
等

々
で
あ
る
。
部
外
者
に
対
す

る
容
赦
な

い
搾
取
を
基
調
と
す
る
こ
れ

ら
の
営
利
活
動
は
、
幇
員
の
階
級
性
や
、
血
縁
主
義
に
付
随
す
る

「対
内
道
徳

と
対
外
道
徳

の
分
裂
」
の
極
限
的
表
出
形
態

で
も
あ

っ
た
。

幇
の
経
済
状
態
が
極
度
に
劣
悪
な
時
や
、
行
政
権
力
の
稀
薄
な
山
間
部
な
ど

で
比
較
的
少
人
数
で
集
住
的
生
活
を
送
る
時
な
ど
に
は
、
同
居

.
同
財

.
同
爨

と
い
う
支
那
的
大
家
族
生
活
が
復
元
さ
れ
る
。

太
平
軍
の
去
っ
た
広
西
の

一
府
城
を
攻
略
し
て
、

一
介

の
交
通
運
輸
苦
力
か

ら
、
莫
大
な
破
産
窮
民
を
吸
収
し
た

「
大
成
国
」
の
国
王
に
の
し
あ
が

っ
た
広

東
天
地
会

の

一
首
領
陳
開

(
一
八
六

一
年
の
処
刑
当
時
四
十
歳

)
は
、
処
刑
直

前

の
供
述
の
中
で
次
の
よ
う
に
述

べ
て

い
る
。
「飯
が
あ
れ
ば
み
ん
な
で
食

い
、

銭
が
あ
れ
ば
み
ん
な
で
使

い
、
衣
服
が
あ
れ
ば
み
ん
な
で
着
た
の
で
、
仲
間
に

入
る
も
の
が
ま
す
ま
す
増
え
て
い
っ
た
」(.刈)と
。
そ
れ
は
崩
壊
し
た
家
族
や
同

族
に
代
え
て
幇
が
再
復
し
た
始
原
的
共
産
体
で
あ

っ
た
。

こ
う
し
た
共
産
的
原
理
が
制
度
化
さ
れ
た
ケ
ー
ス
を
、
我

々
は
チ

ェ
ル
ト
ガ
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共
和
国

(N
げ
Φ巨

鶚

刃
8
⊆
σ
膏

)
に
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
十
九
世
紀
中
葉

に
解
禁
さ
れ
た
満
州
地
方
の
、
チ

ェ
ル
ト
ガ
河
畔
の
金
脈
地
帯
に
建
設
さ
れ
た

こ
の
国
は
、
約
二
万
五
千
人
の
人

ロ
ー

ほ
と
ん
ど
が
男
子
で
、
北
支
流
民

・

追
放
者

.
お
た
ず
ね
者
が
主
体

で
あ

っ
た
ー

を
擁
し
て
い
た
。
こ
の
国

の
経

済
の
中
心
は
金
の
採
掘
、
農
業
や
運
送
業
で
あ
り
、
普
通
選
挙
と
経
済
的
均
分

と
を
社
会
の
二
大
原
則
と
し
て
い
た
。
全
収
益
は
共
和
国
内

で
し
か
通
用
し
な

い
有
価
証
券
の
形
で
、
全
員
に
ー

往
政
担
当
者
も
含
め
て
ー

一
律
に
分

配
さ
れ
た
。
証
券

の

一
年
満
期
制

が
、
社
会
経
済
的
平
均
化
を
保
障
し

て
い

た
(戸。。)。
我

々
は
、
無
産
者

の
絶
対
的
均
等
の
願
望
を
体
現
し
た
こ
の
国

の
素
朴

な
社
会
制
度
の
中
に
、
共
産
主
義

の
萌
芽
を
見

い
出
す
の
で
あ
る
。

特
定

の
農
村
社
会

に
根
を
お
ろ
し
て
土
豪
化
し
た
幇
や
、
資
本
主
義
黎
明
期

の
都
市

の
繁
栄
に
寄
生
し
て
ギ

ャ
ン
グ
に
成
長
し
た
幇
内
部
の
、
所
有

・
分
配

様
式
を
知
る
資
料
は
手
許
に
は
な

い
。

が
、
そ
う
し
た
幇
に
も
、
家
族
的
総
有

意
識
や
共
食

の
残
滓
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
る
。

一
九
二
三
年
に
大
連
で
結
成

さ
れ
た

「家

裡
同
郷
救
済
会
」
は
、
埠
頭
労
働
者
、
小
商
人
や
下
級
役
人
を
集

め
て
い
た
。
幇
員
の
疾
病
者
や
貧

困
者
の
救
済
や
客
死
者

の
棺
の
郷
里
送
還
な

ど
の
た
め
の
莫
大
な
費
用
は
、
全

額
頭
目
が
こ
れ
を
負
担
し
た
(一。)。
ま
た
、
清

末
、
上
海
の
青
幇
大
親
分
馬
徳
芳

は
、
日
々
三
斛

(約
五
四
〇
リ

ッ
ト
ル
)
の

米
を
炊
い
て
食
客
を
養

い
、
中
華
民
国
時
代
で
も
、
杜
月
笙
-

青
幇
員
で
上

海
政
財
界

の
有
力
者

1

で
さ
え

、毎
月
莫
大
な
量
の
炊
飯
を
し
て
い
た
と
い

う

(
・。
ε
。

中
国
近
代
は
、
親
族
組
織
の
発
達
し
た
農
業
社
会
か
ら
産
業
社
会

へ
の
過
渡

期
に
あ
た
り
、
儒
教
主
義
に
緊
縛
さ
れ
た
伝
統
的
社
会
体
制

の
瓦
解
を
経
験
し

た
。

こ
の
期
の
農
業
社
会
が
排
出
し
た
デ
ク
ラ

ッ
セ
分
子
は
、
血
縁
主
義
を
超

克
す
る
人
間
結
合
を

い
ま
だ
知
ら
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
相
互
扶
助

・
防
衛
を
目

的
と
す
る
団
体
と
し
て
の
幇
の
組
織
の
範
型
を
、
伝
統
的
社
会
生
活
の
原
基
的

集
団
た
る
家
族

に
見

い
出
し
た
。
幇
員
は
、
宗
旨
や
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
を
共
有
す

る
同
志
的
兄
弟
と
し
て
よ
り
は
む
し
ろ
、
生
物
学
的
血
縁
上

の
兄
弟
と
し
て
入

会
し
た
。

一
種

の
運
命
共
同
体
と
し
て
の
幇
か
ら

の
全
入
格
的
拘
束
や
絶
対
的

支
配
も
、
個
我
意
識

の
未
発
達
な
幇
員
に
は
苦
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
ら
に

と

っ
て
は
、
幇
が
、
生
存
を
保
障
し
、
世
俗
的
共
同
体
帰
属
の
渇
望
を
い
や
し

て
く
れ
る
唯

一
の
社
会
的
碇
泊
点
だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

幇
は
、
解
体
状
況
下
の
農
村
や
資
本
主
義
黎
明
期
の
都
市

の
下
層
社
会

で
の

人
間
結
合
の
良
き
モ
デ
ル
で
あ

っ
た
。
従

っ
て
、
中
国
本
土
は
も
と
よ
り
、
列

強
の
植
民
地
と
し
て
発
展
し
た
東
南
ア
ジ
ア
や
、
米
国

・
カ
ナ
ダ

・
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア

.
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
な
ど
、
苦
力
貿
易
や
自
費
移
住
に
よ

っ
て
形
成

さ
れ
た
海
外

の
華
僑
社
会

の
中
に
も
、
我

々
は
多
数
の
幇
を
見
い
出
す
。
帑
は

そ

の
地
で
、
政
治
史

・
経
済
史

・
社
会
史
上
、
特
異
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。

三
、
農
村
社
会

の
解
体

と
幇

生
産
力
の
低

い
前
近
代
的
な
農
業
社
会

で
は
、
不
自
然
な
人
口
増
加
、
自
然

災
害
や
相
継
ぐ
戦
乱
は
、
た
だ
ち
に
、
基
礎

の
脆
弱
な
農
村
経
済
の
均
衡
の
破

壊
に
つ
な
が
る
。

中
国
近
代
期

の
農
村
経
済
は
、
様

々
の
要
因
が
重
畳
す
る
こ
と
で
正
に
解
体
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の
危
機
に
瀕
し
て
い
た
。
歴
代

の
王
朝
末
期
に
い
つ
も
繰
返
さ
れ
た
農
民
層
の

階
層
分
解

・
一
部
地
主

へ
の
土
地
集
中
は
、
こ
の
期

の
異
常
な
人
ロ
爆
発
に

よ

っ
て
増
幅
さ
れ
た
。
漸
次
流
入
す

る
西
洋

の
工
業
製
品
は
、
家
計
補
助
的
な

農
村
の
副
業
を
蚕
食
し
た
。
ま
た
阿

片
貿
易
に
よ
り
多
大

の
銀
が
流
出
し
て
い

た
が
、
当
時
は
銀
本
位
制

へ
の
移
行

期
で
も
あ

っ
た
こ
と
か
ら
銀
貨

の
騰
貴
が

促
進
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
十
八
世
紀

末
の
嘉
慶
白
蓮
教
乱
以
来
、
太
平
天
国
運

動
、
帝
国
主
義
列
強
と
の
軍
事
的
攻

防
、
軍
閥
割
拠
や
国
共
内
紛
な
ど
、
戦
乱

に
明
け
暮
れ
る

一
半
世
紀

で
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
、
中
国
近
代
は
、
厖
大
な
量

の
破
産
農
民
や
飢
餓
農
民
を
累
積
的

に
社
会
に
排
出
し
て
い
た
。

太
平
天
国
研
究
中
に
、
ア
ジ
ア
三

大
国
す
な
わ
ち
、
日
本
、
イ

ン
ド
、
中
国

の
近
代
期
の
暗
い
社
会
面
を
抽
象
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を

「女
工
哀
史
の
国
」
「乞

食

の
国
」
「
匪
賊
の
国
」
と
形
容
し
た

の
は
、
清
代
社
会
経
済
史
に
も
造
詣
の
深

い
鈴
木
中
正
教
授
で
あ

っ
た
§

。
農
村
経
済

の
解
体
か
ら
掃
き
出
さ
れ
て
、
幇

に
集
結
し
て
生
存
を
保
持
し
た
中
国

農
民
の
生
活
は
、
ま
さ
に
匪
賊
(・。、)の
様
相

を
呈
し
て
い
る
。

農
村
型
の
幇

幇
は
、
不
用
人
口
化
し
た
農
村
失
業
者
を
母
体
と
し
た
か
ら
、
第

一
に
、
農

業
生
産
を
中
軸
と
す
る
経
済
機
構
か
ら
締

め
出
さ
れ
た
中
で
経
済
的
自
活
を
達

成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
前

述
の
通
り
、
幇
の
経
済
活
動
は
寄
生
的

・

非
合
法
的
部
門
に
偏
倚
し
た
。
加
え
て
、
農
村
社
会
に
固
有
の
面
識
関
係
に
よ

っ

て
識
別
さ
れ
る
ヨ
ソ
者
や
逸
脱
者
は
、
農
業
生
産
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
閉
鎖
的

な
村
落
団
体
か
ら
は
排
除
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
条
件
下
で
幇

の
生
活
様
式
は
、

特
定
地
域
社
会

に
根
を
お
ろ
し
比
較
的
少
人
数
で
集
住
的

・
共
産
的
な
性
格
を

帯
び
る
よ
う
に
な
る
。

幇
の
対
内
機
能
の
中
核
は
、何
と
い
っ
て
も
糧
食
の
確
保

-

部
外
者

に
対

す
る
道
徳
的
無
配
慮
を
原
則
と
し
て
手
段
を
選
ば
ぬ

ー

に
あ

っ
た
。
太
平
天

国
動
乱
の
渦
中

に
中
南
支

の
各
地
で
割
拠
し
て
い
た
天
地
会
各
派
の
首
領
は

「米
飯
主
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
(聾
。
幇
が
基
本
的
に
食
糧
供
給
源
で
あ

っ
た
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
、
辛
亥
革
命

の
頃
、
農
民
層
分
解

の
先
鋭
化
、
旱

魃
、
天
然
痘

に
よ

っ
て
解
体
に
瀕
し
て
い
た
河
南
地
方
で
は
、
「
腹
い
っ
ぱ
い
食

べ
た
け
れ
ば
す
ぐ
に
在
園

(
河
南
小
刀
会
あ
る

い
は
大
刀
会
の
別
名

)
へ
行
け
」

と
い
う
言
葉
が
流
行
し
て
い
た
(国心)。
儒
教
道
徳
に
馴
致
さ
れ
た
良
民
が
餓
死
す

る
よ
う
な
社
会
状
況
で
も
、
幇
は
、
道
徳
や
法
か
ら
の
自
由
と
集
団
的
武
力
の

お
か
げ
で
食
糧
を
確
保
で
き
た
。

幇

の
自
力
救
済
的
共
同
は
経
済
を
は
じ
め
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
生
活
領
域
に

及
ぶ

(前
述
の
陳
開
の
天
地
会

の
場
合

の
よ
う
に
)
よ
う
に
な
る
。
村
落
農
民

と
の
間
に
あ
る
程
度

の
距
離
を
持

つ
山
岳
地
帯
な
ど
に
定
住
す
る
時
に
は
、
ま

さ
に

一
大
家
族
生
活
が
展
開
さ
れ
る
。

ホ
ン
バ
ン

「春
保
山
紅
幇
」禽
)は
失
意
の
読
書
人
盛
春
山
を
山
主
と
し
て
、
一
八
七
四
年

に
江
蘇
省
東
海
県

の
某
所
で
立
幇
式
を
挙
げ
た
。
組
織
は
、
全
権
を
掌
管
す
る

「山
主
」
、
軍
事
指
揮
者
と
し
て
の

「老
大
」、
司
法
担
当
の

「老
五
」
や
最
下

級
の
兵
卒
職
た
る

「老
九
」
等
に
地
位
が
分
化
し
て
い
た
。
こ
の
厳
密
な
地
位

分
化
は
、
平
等
主
義

に
立

つ
兄
弟
仲
間
的
結
合
体
の
対
内
的
秩
序
維
持
や
、
山

塞
の
防
衛

・
匪
賊
活
動
時
に
統
制
の
円
滑
化

に
役
立

っ
た
。

一
方
、
幇
務
で
廃

疾
し
た
者

に
対
し
て

「老
公
」
と

い
う
恩
給
生
活
者

の
地
位
を
設
け
て
い
た
事
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実
は
、
貧
窮
者

の
共
産
体
と
し
て
福
祉
的
側
面
を
制
度
化
し
て
い
た
こ
と
を
物

語

っ
て
い
る
。

農
村
部

の
幇
の
集
住
的
共
産
生

活
が
、
事
実
上
、
行
政
権
力
の
真
空
の
中
で
、

】
般
農
民
社
会
か
ら
も
隔
絶
し
て
経
済
的
自
活
の
道
を
見

い
出
し
て
成
長
し
続

け
る
時
、
究
極
的
に
は
前
述

の
北
満
州

の
チ

ェ
ル
ト
ガ
共
和
国
の
如
き
集
産
主

義
的
な
社
会
が
建
設
さ
れ
る
。

こ
の
国
は

一
八
八
○
年
代
に
最
盛
期
を
迎
え
た

後
、
清

・
露
両
国
の
協
力
で
二
十

世
紀
初
頭
に
破
壊
さ
れ
て
し
ま

っ
た
が
、
こ

の
史
料
を
発
掘
し
た
研
究
者
の
議
論
を
要
約
す
れ
ば
、
こ
の
共
和
国
の
繁
栄

の

主
要
因
と
し
て
次
の
四
点
が
指
摘

で
き
よ
う
(悼・.)。
ω
行
政
シ
ス
テ
ム
の
制
度

化
。
②
地
理
的
孤
立
に
よ
る
凝
集
性
の
高
さ

(酷
厳
な
自
然
条
件
下
の
開
拓
初

期
の
北
満
州
の
地
に
あ

っ
て
、
こ

の
共
和
国
か
ら
の
追
放
は
事
実
上
の
死
を
意

味
し
た
)。
③
外
社
会
と
の
有
効
な
交
換
財
た
る
金
資
源
の
確
保
に
よ
る
経
済
の

安
定
。
ω
清
朝

の
地
理
的

・
社
会
的

辺
境
と
し
て
権
力
中
枢
か
ら
の
圧
力
を
被

り
に
く
か

っ
た
、
と
い
う
諸
条
件

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な

く大
土
匪
共
和
国
V
は
、
幇
の
集
住
的

・
共
産
的
生
活

の
拡
大

が
長
期
的
安
定
を
保

っ
た
限
り
で
の
極
限
的
形
態
で
あ
る
。
幇

一
般
は
や
は
り

農
民
社
会
の
周
辺
部
に
あ

っ
て
、
農
民
達
と
特
殊
な
関
係
を
結
ぶ
I
I

そ
れ
ゆ

え
幇
は
解
体
期
農
民
社
会

の
特
有

の
構
成
員
と
も
な
り
え
た
の
だ
が
ー
ー

の

が
普
通

で
あ

っ
た
。

ア
ウ
ト

ロ
ー
集
団
と
し
て
の
幇
と
生
活
の
破
壊
さ
れ
た

一
般
農
民
と
の
境
界

は
不
明
瞭
に
な
る
こ
と
が
多

い
。
太

平
天
国
期
淮
河
流
域
を
跳
梁
し
た
捻
軍
が

飢
餓
農
民
を
同
族

ご
と
編
入
し
た
よ
う
に
、
幇
に
よ
る
他
部
落

へ
の
略
奪
遠
征

に
は
多
く
の

一
般
農
民
が
便
乗
し
た
。
ま
た
、
満
州
開
拓
農
民
の
間
で
う
ま
れ

ホ
ン
フ
ぼ

ヅ

た

「紅
講
子
」
の

一
頭
目
、
自
鳥
長

の

「十
三
ヵ
条
の
名
誉
あ
る
掟
」(、刈)は
、
生

産
農
民
の
道
徳
律

の
残
滓
を
う
か
が
わ
せ
る
。
強
姦
や
無
益
な
殺
生
を
禁
じ
、

掠
奪

に
際
し
て
も
被
害
者
の
社
会
的
地
位
に
則
し
て
多
く
の
制
約
を
設
け
て
い

た
し
、
死
傷
し
た
家
族

の
面
倒
を
み
る
こ
と
も
義
務
づ
け
て
い
た
。

こ
の
事
例

は
、
不
法
な
集
団
的
略
奪
行
為
も
、

】
面
に
お
い
て
生
存
維
持

の
た
め
の
必
要

悪
で
あ
り
、
幇
の
形
成
が
正
常
な
村
落
生
活
回
復
ま
で
の
過
渡
期
的
生
活
様
式

で
あ

っ
た
と
い
う
解
釈
を
許
す
。

仮
に
、
幇
と
農
民
集
団
と
が
分
離
し
て
幇
が
農
民
を
く

い
も

の
に
す
る
ー

「官
匪
」
が
農
民
を
搾
取
し
た
よ
う
に
ー

よ
う
な
時
で
も
、
両
者
は
同
盟
し

て
専
制
的
国
家

に
対
峙
す
る

1

農
民

の
武
装
蜂
起
に
典
型
的
な
よ
う

に

ー
ー

な
ど
、
幇
は
農
民

の
生
活
に
特
異
な
関
わ
り
方
を
し
て
い
る
。

幇
と
農
民

幇
は
農
民
に
と

っ
て
本
質
的
に
、
両
義
的
で
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
存
在

で

あ

っ
た
。
な
る
ほ
ど
、
幇
は
農
民
社
会

の
辺
境
に
位
置
し
て
、
農
民
の
生
産
活

動

に
は
寄
生

・
略
奪
と

い
う
様
式
で
し
か
関
与
し
な

い
犯
罪
者
で
あ
り
、か
つ
、

賭
博
場
や
売
春
館
を
経
営
し
て
良
民
を
堕
落
さ
せ
る
な
ど
、
農
村
の
醇
風
美
俗

を
攪
乱
す
る
有
害
な
異
邦
人
で
は
あ

っ
た
が
、
反
面
、
農
民
社
会
に
特
殊
な
貢

献
を
し
た
か
ら
で
あ
る
。
幇
自
身
の
繩
張
り
防
衛
は
当
該
地
域
社
会
を
外
敵

か

マ

ン

ブ

ロ
　
ン

ら
保
護
し
た
し
、
治
安
が
低
下
し
た
時
に
は
、
幇
が
国
家
官
僚
に
代

っ
て
秩
序

を
回
復
す
る
こ
と
も
あ

っ
た
。
ま
た
、
従
順
な
農
民

の
世
論
を
代
表
し
て
貪
官

汚
吏
や
悪
徳
地
主
を
威
嚇
し
た
し
、
ヤ
ミ
物
資

の
販
売
が
貧
農
の
家
計
を
助
け

る
こ
と
も
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
専
制
国
家

の
粗
放
な
地
方
行
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政
下
で
は
、
幇
が
農
民
の
政
治

・
経
済

・
社
会
な
ど
の
生
活
諸
領
域
に
深
く
関
与

す
る
素
地
が
多
分
に
残
さ
れ
て
い
た
。

無
産
者
を
母
体
と
す
る
幇
は
、
保
護
費

の
名
目
で
不
法
に
農
民
か
ら
金
銭
を

徴
収
し
た
り
定
期
市
を
荒
廃
さ
せ
る
な
ど
、
農
民
経
済

の
疲
弊
を
招
く
要
素
を

多
分

に
持

っ
て
い
た
。
し
か
し
、
幇

の
利
己
主
義
的
な
営
利
追
求
も
、
時
と
し

て

一
般
農
民
と
そ
の
利
益
を
分
有
す

る
こ
と
が
あ
る
。

人
体
維
持
の
必
須
食
品
た
る
塩
の
生
産
や
流
通
は
、
王
朝
の
重
要
な
財
源
と

し
て
、
前
漢
の
武
帝
以
来
政
府
が
独
占
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
独
占
や
恣
意

的
経
営
と
が
私
塩
の
秘
密
ル
ー
ト
を
発
展
さ
せ
た
。
運
搬
時

に
胥
吏
が
砂
土
を

混
入
す
る
こ
と
が
日
常
茶
飯
化
し
て

い
た
た
め
に
、
官
塩
は
高
価
な
上
に
悪
質

で
あ

っ
た
。
そ
れ
と
は
対
照
的
に
幇

の
販
売
す
る
私
塩
は
、
安
価
な
上
に
良
質

で
あ

っ
た
。
春
保
山
紅
幇
は
正
価

の
三
分
の

一
の
価
格
で
売
却
し
て
い
た
(、。。)。

ま
た
、
中
国
近
代
期
の
社
会
解
体

の
た
め
に
、
退
廃
的
風
潮
が
社
会
に
弥
漫

し
て
い
た
。
現
実
か
ら
の
不
健
康
な
逃
避
を
可
能
に
す
る
阿
片
の
吸
飲
は
、
政

府
の
厳
禁
に
も
拘
わ
ら
ず
そ
の
需
要
は
減
退
し
な
か
っ
た
。
幇
に
と
り
阿
片
の

密
輸
や
管
煙
所

の
経
営
は
恰
好

の
財
政
源
で
あ
り
、
密
輸
入
は
政
府
収
買
価
格

よ
り
高
く
買

い
上
げ
運
送
に
も
農
民
を
雇

っ
た
り
し
た
(.。)。

流
通
機
構
に
介
入
す
る
こ
と
が
多
か

っ
た
経
済
活
動
や
定
着
農
耕
民
を
主
体

と
す

る
農
村
社
会

で
の
文
化
的

・
社
会
的
辺
境
性
な
ど
に
帰
因
す
る
浮
動
性

は
、
幇
に
特
異
な
社
会
的
働
き
を
さ
せ
る
。
紅
髷
子
が
そ
う

で
あ

っ
た
よ
う

に
、

「
鐐
局
」
と
呼
ば
れ
た
運
送
業
者
と
協
定
し
て
、
警
察
行
政
の
行
届
か
な
い
地

域
で
の
人
や
物
質

の
交
通
や
運
送
の
安
全
を
保
証
し
た
の
も
、
官
兵
で
は
な
く

幇
で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
、
相
互

の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
方
式
を
持
た
な

い

閉
鎖
的
な
村
落
共
同
体
間
の
接
衝

の
仲
介
を
幇
が
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で

あ

っ
た
。
こ
う
し
た
社
会
的
浮
動
性
や
平
素

か
ら
の
行
動
範
囲
の
広
さ
が
、
農

民
反
乱
時
に
そ
の
運
動
を
村
か
ら
村

へ
と
連
動
さ
せ
る
原
動
力
と
な
る
。

一
地
域
社
会
に
根
を
お
ろ
し
た
幇
は
、
行
政
府
の
警
察
力
の
低
下
に
伴
う
権

威

の
失
遂
と
は
反
比
例
的
に
政
治
的
勢
力
を
拡
大
し
て
い
く
。
た
と
え
ば
、
孫

文
の
革
命
運
動
に
連
坐
し
て
処
刑
さ
れ
た
湖
南
三
合
会

の

一、頭
目
馬
福
益

二

八
六
五
年
～

一
九
〇
五
年
)
が
、
省
部
長
沙
に
近

い
ギ

ャ
ン
ブ
ル
の
メ

ッ
カ
洙

口
の
町
の
治
安
を
回
復
し
た
り
そ
の
他
の
義
賊
行
為
に
よ

っ
て
、
約

一
万
の
住

民
の
支
持
を
獲
得
し
た
(§
よ
う
に
、
農
村
部
で
も
、
他

の

一
般
土
匪
の
攻
撃
か

ら
農
民
を
守
る
よ
う
な
幇
は
農
民
の
尊
敬
の
的
と
な
る
。

十
九
世
紀
に
、
行
政
権
力

の
手
薄
な
江
蘇

・
山
東

・
河
南

・
安
徽
の
省
界
地

ネ
ン

方
に
蟠
踞
し
た

「
捻
」
の
場
合
、
同
族
保
護

の
目
的
か
ら
、
捻
に
加
入
す
る
族

員
の
た
め
に
助
成
金
が
用
意
さ
れ
た
。
村
落
に
捻
が
い
る
こ
と
で
平
和
が
保
証

さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
同
族
員
達
は
よ
く
言

っ
た
も
の
で
あ
る
。
「某
伯
父
が
も

し
捻
で
な
け
れ
ば
、
た
と
え
科
挙
試
験
に
受
か

っ
た
と
こ
ろ
で
、
今
ほ
ど
の
名

誉
を
獲
得
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
ろ
う
て
」
(ωこ
と
。

捻
は
、
そ
の
後
太
平
天
国
動
乱
期
に
は
多
数
の
破
産
農
民
を
村
ご
と
吸
収
し

た
飢
餓
農
民
軍
甌
に
成
長
し
、
政
府
軍
の
手
で
掃
滅
さ
れ
た
が
、
農
村
社
会

の

政
治
権
力
を
掌
握
す
る
幇
は
、
土
豪
的
成
長
を
遂
げ
る
こ
と
が
あ
る
。
李
世
忠

(
～
年
～

一
八
八

一
年
)
は
捻
の
リ
ー
ダ
ー

の

一
人
と
し
て
登
場
し
て
、
太
平

天
国
軍
に
加
担
し
た
あ
と
政
府
側
に
寝
返

っ
た
人
物
で
あ
る
。
彼
は
割
拠
領
域

内
で
は
農
奴
主
的
地
主
と
し
て
君
臨
し
、
行
政

・
軍
事

・
警
察

・
裁
判

・
経
済

的
権
力
を
壟
断
し
て
、
事
実
上
の
軍
閥
的
小
王
国
を
形
成
し
て
い
た
(§
と
さ
れ
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る
。李

世
忠
の
処
刑

の
原
因
が
、
経
済
的

・
政
治
的
勢
力
を
恃
ん
で
の
政
府
権
力

に
対
す
る
不
忠
誠
に
あ

っ
た
よ
う

に
、
幇
は

一
般
農
民
と
ち
が
っ
て
権
力
者

へ

の
無
条
件
的
服
従
や
卑
屈
な
阿
諛
か
ら
自
由
で
あ

っ
た
。
幇
員
が
農
民
の
よ
う

に
土
地
や
家
族
か
ら
縛
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ち
で
あ
る
。
そ
う
し
て
社

会
的

.
心
理
的
に
マ
ー
ジ
ナ

ル
な
位

置
が
、
彼
ら
を
良
民
的
な
日
常
道
徳
や
規

範

の
桎
梏
か
ら
解
放
す
る
こ
と
を
促
し
た
。

こ
う
し
た
内
的
心
理
的
条
件
に
支

え
ら
れ
て
、幇
は
し
ば
し
ば
権
力
者
ー

マ
ン
ダ
リ
ン
や
地
主

1

に
武
力
闘

争

で
挑
戦
し
た
の
で
あ
る
。
幇
は
確

か
に
多
く

の
農
民
蜂
起
の
先
鋒
を
か

つ
い

だ
。
し
か
し
、
そ
の
動
機
ば
集
団
的

利
己
主
義

の
追
求
か
私
的
な
義
憤

ー

せ

い
ぜ
い
の
と
こ
ろ

ー

に
す
ぎ
な

か
っ
た
。
政
治
運
動
の
主
体
と
し
て
幇
の
性

格
が
両
義
的

で
、
体
制
を
変
革
す
る
契
機
が
欠
落
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は

後
述
し
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
幇
は
農
民
社
会

の
特
異
な
構
成
分
子
で
あ
り
、
農
村
経
済

の
悪
化
や
政
治
的
無
秩
序
は
両
者

の
問
に
特
有
の
土
ハ生
関
係
を
成
立
さ
せ
た
。

幇
は
生
産
農
民
社
会
の
異
邦
人
で
あ
り
、
農
民
を
く

い
も

の
に
し
た
。
が
、
そ

の
集
団
利
己
主
義
的
活
動
も
、
時
と
し
て
良
民
層
に
利
益
を
も
た
ら
し
た
。
あ

く
ま
で
も
制
度
的
社
会
構
造
上
め

正
式
な
単
位
集
団
で
は
な

い
幇
は
、
そ
の
ま

ま
で
農
民
社
会
に
定
着

で
き
る
存
在

で
は
な
い
。
農
村
経
済
や
治
安
状
態
の
回

復
、
諸
産
業

の
捻
興
を
伴
う
社
会
全
般

の
近
代
化

は
、
社
会
解
体
が
う

み
お
と

し
た
社
会
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
幇

の
存
在
を
意
義
な
か
ら
し
め
る
の
で
あ

る
。

経
済
生
活
の
好
転
に
よ
り
自
力

で
良
民
と
し
て
の
生
活
を
回
復
す
る
ー

満
州
の
紅
齲
子

の
ケ
ー
ス
の
よ
う
に
ー

こ
と
の
な

い
幇
は
、窮
極
的
に
次
の

二

つ
の
方
向
を
た
ど
る
。

第

一
の
方
向
と
は
、
強
大
な
国
家
権
力
の
手
で
完
全
に
掃
滅
さ
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
内
憂
外
患

に
苦
し
ん
だ
晩
期
清
朝
政
府

の
軍
事
力

の

一
部
は
、
常

に
国

内

の
各
地
に
あ

い
つ
い
で
噴
出
し
匪
賊
化
し
た
幇

の
撃
退
に
あ
て
ら
れ
た
。
と

こ
ろ
で
、
事
実
上
、
「匪
賊
の
国
」
の
汚
名
を
完
全
に
返
上
す
る
に
は
、
中
華
人

民
共
和
国

の
成
立
を
待
た
ね
ば
な
ら
な

い
。

た
と
え
ば
、

冖
九
五
〇
年
の
人
民
解
放
軍
に
よ
る
匪
賊
狩
り
に
よ

っ
て
、
湖

南
省

の
場
合
、
同
省
に
い
た
匪
賊
の
九
割

に
相
当
す
る
十
二
万
人
が
逮
捕
も
し

く
は
処
刑
さ
れ
た
。、)。
旧
中
国

に
あ

っ
て
は
、
農
民
は
匪
賊
の
報
復
を
恐
れ
て

彼
ら
に
は
む
か
わ
な
か

っ
た
。
だ
か
ら
こ
の
快
挙
は
、
も

は
や
賊
を
多
数
混
入

す
る

〈兵
匪
集
団
〉
で
は
な

い
解
放
軍
を
や

っ
と
信
頼
し
は
じ
め
た
農
民
の
協

力
の
賜
で
あ

っ
た
、
と
評
価

で
き
よ
う
。

司
法
の
領
域
で
も
近
代
化
路
線
を
歩
み
だ
し
た
人
民
政
府
は
、
裁
判
で
匪
賊

を
処
罰
す
る
よ
う
に
な

っ
た
が
、
判
決
の
前
に
は
主
要
な
犯
行
現
場
に
連
行
し

て
大
衆
の
査
問
に
付
し
た
。
北
京
郊
外
の
天
壇
で
開
か
れ
た
あ
る
査
問
会

に
は

一
千
人
近
く

の
聴
衆
が
集
ま

っ
た
。

マ
イ
ク

ロ
フ
ォ
ン
の
前
で
犯
罪
を
告
発
し

た
被
害
者
の

一
人
の
纒
足
の
老
女
は
、
無
数
の
殺
人
、
強
姦
や
略
奪
を
犯
し
た

劉
を
杖
で
さ
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
こ
と
ば
を
結
ん
だ
。
「お
前
が
こ
ん
な
具
合

ロ

チ
ュ
ウ
レ
ン
フ
ア
ン
シ
エ
ン

に
縛
り
あ
げ
ら
れ
よ
う
と
は
誰
も
思
わ
な
か
っ
た
。
窮

人

翻

身
!

ほ
ん
と

う
だ
。
貧
乏
人
は
と
う
と
う
生
ま
れ
か
わ

っ
た
ん
だ
」(、継)。
と
こ
ろ
で

「翻
身
」

の
機
会
は
罪
が
軽
く
更
生
可
能
な
匪
賊
に
も
与
え
ら
れ
た
。
彼
ら
の
た
め
に
は
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(
P

・
73
上

段

訂

正

)

茵

人
農
場
」
が
設
置
さ
れ
た
.
彼
ら
も
本
来
的

に
は
旧
社
会

の
矛
盾
の
落
し

子
で
あ

。
た
か
ら
で
あ
る
。
抜
本
的
解
消
の
た
め

に
は
、
貧
困
と
失
業

の
解
決

が
先
決
で
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

幇

が
た
ど
る
第
二
の
方
向
は
、
都
市
部

へ
の
移
動
で
あ
り
、
そ
の
末
裔
は
今

日
も
な
お
香
港
や
東
南
ア
ジ
ア
の
華
僑
社
会
で
「ギ

ャ
ン
グ
」
と
し
て
生
き
残

っ

て

い
る
。

一
九
二
〇
年
代
に
新
聞
記
者
と
し
て
中
国
大
陸
に
赴
任
し
た
体
験
を
も
つ
橘

樸
は
、
日
本
軍
に
よ
る
台
湾
土
匪
鎮
定
事
業
の
成
功
因
を
分
析
し
て
、
治
安
確

立
と
資
本
主
義
経
済
開
発
に
帰
着
さ
せ
て
か
ら
、
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
前
資
本
、王
義
時
代
に
農
村
が
生
産

の
中
心
を
為

し
て
居
た
や
う
に
資
本
主

義
時
代
に
は
都
市
が
生
産

の
中
心
を
為
す
。
前
資
本
主
義
時
代

の
生
産
中
心

た
る
農
村
に
土
匪
が
巣
喰

つ
て
居
た
や
う
に
、
資
本
主
義
時
代
の
生
産
中
心

た
る
都
市
に
は
所
謂
ギ

ャ
ン
グ
が
巣
喰
う
。」
(、、)と
。

世
界
資
本
主
義
に
編
入
さ
れ
た
こ
の
時
期

の
新
興
都
市
や
貿
易
都
市
は
、
未

熟
練
で
廉
価
な
限
界
労
働
力
を
必
要
と
し
た
。

一
方
、
農
村
失
業
者
も
生
活
の

機
会
を
求
め
て
こ
の
地

へ
殺
到
し
た
。
治
安
行
政
力

の
水
準
は
急
激
に
低
下
し

た
か
ら
、
こ
の
期

の
都
市
は
犯
罪
の
温
床
と
化
す
る
。

山
主
盛
春
山
の
死
後

の
内
訌
後
に
再
建
さ
れ
た
、
三
代
目

「伏
虎
山
紅
幇
」

の
二
十
世
紀
の
都
市
部
で
の
活
動
は
、
ギ
ャ
ン
グ
そ

の
も
の
で
あ

っ
た
。
袁
世

凱

に
買
収
さ
れ
て
革
命
党
の
要
人
を
暗
殺
し
た
り
、
強
盗
、
殺
人
、
喧
嘩

の
請

負
、
人
身
売
買
、
誘
拐
や
密
輸
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
都
市
犯
罪
に
手
を
染
め
た
(ωe
。

し
か
し
な
が
ら
、
幇
は
、
こ
の
時
期
に
新
た
に
編
成
さ
れ
た
都
市
貧
窮
者
層

に
開
放
さ
れ
て
彼
ら
の
互
助
団
体
の
役
割
も
果
し
た
。
ま
た
対
外
的
に
も
・
多



幇
が
た
ど
る
第
二
の
方
向
は
、
都
市
部

へ
の
移
動
で
あ
り
、
そ
の
末
裔
は
今

日
も
な
お
香
港
や
東
南
ア
ジ
ア
の
華
僑
社
会

で
「
ギ
ャ
ン
グ
」
と
し
て
生
き
残

っ

て
い
る
。

一
九
二
〇
年
代
に
新
聞
記
者
と
し
て
中
国
大
陸
に
赴
任
し
た
体
験
を
も

つ
橘

樸
は
、
日
本
軍
に
よ
る
台
湾
土
匪
鎮
定
事
業

の
成
功
因
を
分
析
し
て
、
治
安
確

立
と
資
本
主
義
経
済
開
発
に
帰
着
さ
せ

て
か
ら
、
次

の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

「前
資
本
主
義
時
代
に
農
村
が
生
産

の
中
心
を
為
し
て
居
た
や
う

に
資
本
主

義
時
代

に
は
都
市
が
生
産

の
中
心
を
為
す
。
前
資
本
主
義
時
代

の
生
産
中
心

た
る
農
村
に
土
匪
が
巣
喰

っ
て
居
た
や
う

に
、
資
本
主
義
時
代

の
生
産
中
心

た
る
都
市
に
は
所
謂
ギ
ャ
ン
グ

が
巣
喰
う
。
」(ωε
と
。

世
界
資
本
主
義
に
編
入
さ
れ
た
こ
の
時
期

の
新
興
都
市
や
貿
易
都
市
は
、
未

熟
練
で
廉
価
な
限
界
労
働
力
を
必
要
と
し
た
。

一
方
、
農
村
失
業
者
も
生
活

の

機
会
を
求
め
て
こ
の
地

へ
殺
到
し
た
。

治
安
行
政
力
の
水
準
は
急
激
に
低

下
し

た
か
ら
、
こ
の
期
の
都
市
は
犯
罪
の
温
床
と
化
す
る
。

山
・王
盛
春
山
の
死
後
の
内
訌
後

に
再
建
さ
れ
た
、
三
代
目

「
伏
虎
山
紅
幇
」

の
二
十
世
紀
の
都
市
部
で
の
活
動
は
、
ギ

ャ
ン
グ
そ
の
も
の
で
あ

っ
た
。
袁
世

凱

に
買
収
さ
れ
て
革
命
党
の
要
入
を
暗
殺
し
た
り
、
強
盗
、
殺
人
、
喧
嘩

の
請

負
、
人
身
売
買
、
誘
拐
や
密
輸
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
都
市
犯
罪
に
手
を
染
め
た
(ω①)。

し
か
し
な
が
ら
、
幇
は
、
こ
の
時
期

に
新
た
に
編
成
さ
れ
た
都
市
貧
窮
者
層

に
開
放
さ
れ
て
彼
ら
の
互
助
団
体

の
役
割
も
果
し
た
。
ま
た
対
外
的

に
も
、
多

「因
人
農
場
」
が
設
置
さ
れ
た
。
彼
ら
も
本
来
的
に
は
旧
社
会

の
矛
盾
の
落
し

子
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
抜
本
的
解

消
の
た
め
に
は
、
貧
困
と
失
業
の
解
決

が
先
決
で
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

く
の
民
衆
運
動
に
関
与
し
た
か
ら
、
都
市
幇
を
ギ
ャ
ン
グ
の

一
言
で
か
た
づ
け

る
の
は
早
計
な
の
で
あ
る
。

四
、
都
市

の
成
長
と
幇

パ
ク
ス

・
シ
ニ
カ
に
帰
因
す
る
異
常
な
人
口
爆
発
が
排
出
し
た
莫
大
な
量
の

農
村
失
業
者
は
、
第

一
に
、
未
開
拓

で
あ

っ
た
内
陸
四
川
方
面

の
山
岳

地
帯

嘉
慶
白
蓮
教
乱

の
舞
治

1

・
満
州

・
台
湾

・
東
南
ア
ジ
ア
諸
地
域

へ

の
農
業
移
住
者
と
し
て
、
第
二
に
、

こ
の
時
期
世
界
資
本
主
義
に
編
入
さ
れ
て

急
激
な
成
長
を
遂
げ
た
都
市
部
で
の
未
熟
練
労
働
者
と
し
て
吸
収
さ
れ
て
い
っ

た
。①

特
に
十
八
世
紀
末
以
降
顕
著
に
な
る
華
南
地
方
か
ら

の
移
民
-

自

費
移
住
者

・
出
稼
ぎ

・
苦
力
貿
易

の
被
害
者
§
)i

が
集
結
し
た
、
東

南
ア
ジ
ア
の
植
民
地
の
人
口
密
集
地
。.

②

香
港

・
広
東

・
廈
門

・
上
海
な
ど
、
阿
片
戦
争
敗
北
以
降
列
強
に
割

譲

・
開
港
さ
れ
た
貿
易
都
市
や
、
内
陸

の
河
川
流
域
の
交
易
都
市
。

③

対

ロ
シ
ア
政
策
の

一
環
と
し
て
十
九
世
紀
中
葉
以
降
入
植
が
解
禁
さ
れ

た
、
旧
満
州
地
方
の
新
興
都
市
。

こ
れ
ら
の
諸
地
域

の
都
市
や
港
湾
や
鉱
山
な
ど

へ
は
、
土
匪
や
游
民
と
土
ハに

多
く

の
農
村
失
業
者
が
陸
続
と
移
動
し
た
。
そ
こ
は
農
村

に
較
べ
て
、
は
る
か

に
多
く

の
生
活
の
機
会
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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都
市
貧
窮
民
の
編
成
と
都
市
幇

半
植
民
地
状
況
下
で
の
近
代
中
国

の
鄙
市
部

の
産
業
構
造

の
激
変
は
、
新
し

い
労
働
者
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
創
出
し
た

苫
力

・・…
・
飢
餓
線
上
に
あ
る
半
農
半
工

の
何
ら
技
能
を
持
た
な

い
出
稼
ぎ

下
層
労
働
者

…
…

の
延
長
に
あ
る
近
代
フ

ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
そ
れ
で
あ
る
.
こ
う
し
た
タ
イ
プ

の
労
働
者

の
多
く
は
単

身

の
出
稼
ぎ
者
と
し
て
、
社
会
的
未
組
織
と
劣
悪
な
治
安
と
を
二
大
特
性
と
す

る
こ
の
期
の
都
市
社
会

の
底
辺
に
漸
次
編
入
さ
れ
て
い
'.
た
、

中
国

の
都
市
生
活
者

の
代
表
的
な
集
同
体
と
し
て
の
ギ
ル
ド
は
、
許
力

・
阿

片
吸
飲
者

・
無
頼
漢
な
ど
の
加
入
拒
絶
を
鉄
則
と
し
て
い
た
.
そ
の
上
、
こ
の

時
期
に
成
長
し
た
新
興
部
市
に
は
、
労
働
者

の
制
度
的

・
合
法
的
組
織
は
無
論
、

そ
う
し
た
ギ
ル
ド
の
伝
統
さ
え
不
在

で
あ

っ
た
.
苫
力
を
は
じ
め
と
す
る
最
下

層
の
未
熟
練
労
働
者
を
待

っ
て
い
た

の
は
、
法
律
的
保
護
も
な

い
社
会
的
孤
立
、

生
命
の
危
険
を
伴
う
苛
酷
な
労
働
や
労
働
チ
ギ、
ン
ス
を
め
ぐ

(.
て
の
労
働
者
同

志
の
対
立
で
あ

っ
た
.、
し
か
し
こ
う

し
た
都
市

の
下
層
社
会

へ
も
、
幇

の
伝
統

が
流
入
し
た
.
幇
は
都
市
部

の
全
て
の
貧
窮
者
に
門

11
を
開
放
し
た
た
め
、
こ

の
開
放
性
が
都
市
社
会
の
固
有
性
に
相
乗
さ
れ
て
、
農
村
幇

と
は
類
型
的
に
異

な
る
特
性
を
都
市
幇

に
付
与
す
る
こ
と
に
な
る
、

都
市
幇
は
、
き
わ
め
て
雑
多
な
職
を
持

つ
相
互
の
匿
名
的
生
活
者
を
成
員
と

し
て
い
た
か
ら
、
農
村
幇
の
よ
う
な
小
規
模
の
集
住
的
共
産
生
活
は
営
ま
れ
な

か
っ
た
..
幇
員
は
む
し
ろ
、
入
会
金

の
納
入
を
含
む
入
社
儀
礼
通
過

の
後
は
、

会
員
証
や
規
範
集

の
交
付
と
秘
密

の
伝
授
を
受
け
て
、
職
業

の
世
界
と
幇

の
世

界
と
で
構
成
さ
れ
る
二
元
的
世
界
で

の
生
活
を
日
常
と
し
て
い
た
亀)
多
様
な
職

業

に
従
事
す
る
成
員
の
多
数
性
、
広
域
性
、
非
合
法
集
団
と
し
て
の
組
織
の
非

公
開
性
や
都
市
生
活
者
の
匿
名
性
と

い
う
諸
条
件
の
制
約
を
受
け
る
こ
と
で
、

幇
員
相
互
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
相
識
関
係
が
.不
可
能
に
な
る
..

村
落
生
活
に
特
有

の
面
識
関
係

に
は
、
共
同
体
成
員
間
の
相
互
監
視

へ
と
転

化
し
て
、
道
徳
律
や
慣
、習
な
ど
の
不
文
律
遵
守
を
促
す
機
能
が
あ

っ
た
.
幇
員

間
の
相
識
関
係
の
低
下
は
相
互
監
視
効
果
の
逓
滅
を
招
き
、
幇
則
遵
守

へ
の
心

理
的
圧
力
も
減
退
す
る
、
都
市
幇
が
農
村
幇
に
較

べ
て
、
き
わ
め
て
洗
練
さ
れ

た
詳
細
な
会
則
や
反
則
行
為

へ
の
厳
罰
を
持

つ
の
は
、
非
合
法
集
団
と
し
て
の

機
密
漏
洩
に
対
す

る
配
慮
で
あ
る
と
同
時
に
、

こ
う
し
た
構
造
的
弱
点
に
対
す

る
未
然
の
対
応
策

で
も
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
..

さ
ら
に
は
、
面
識
関
係
の
低
下
が
幇
所
属
の
隠
蔽
性
を
伴
う

こ
と
で
、
幇
員

問

の
相
互
認
知
す
ら
阻
害
さ
れ
る
、
そ
の
た
め
都
市
帑
は

〈
儀
礼
共
有
体
〉
と

し
て
、
同
胞
を
部
外
者
か
ら
識
別
す
る
特
異
な
方
策
を
講
じ
て

い
た
..
た
と
え

ば
、
漕
運
に
従
事
し
て
い
た
水
手
ギ
ル
ド

の
未
裔

た
る
青
幇

は
、
「
海
底
問
答
」

と
呼
ば
れ
る

一
連
の
口
号

・
隠
語
か
ら
な
る
問
答
を
伝
誦
し
て
仲
間

の
識
別
手

段
と
し
た
(ω㏄)。
三
合
会

の
場
合
に
は
、
茶
碗
や
辮
髪

の
持
ち
方

・
隠
語
で
他
者

を
吟
味
し
た
り
意
志
の
伝
達
が
な
さ
れ
た
奮
).
こ
れ
ら
の
方
法
に
よ
り
相
互
に

義
兄
弟

で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
と
、
即
刻
、
対
内
道
徳
や
支
配
関
係
が
活
性

化
す
る
の
で
あ
る
..

ツ

ア

で

チ

がロ
ア

リ

.華
北

・
満
州
地
区

に
勢
力
を
張

っ
た
青
幇
系
の

「在

家

裡
」
の
場
合
、
客
の

荷
物
に
同
幇
固
有

の
特
殊
な
結
ば
れ
方
を
し
た
手
拭
を

一
本
見

つ
け
た
同
幇
員

車
夫
は
、
客

に
乗
車
賃
を
請
求
し
な
か

っ
た
し
、
窃
盗
の
被
害
者
が
在
幇
員
た

る
こ
と
が
知
れ
る
と
、
盗
品
は
即
座
に
被
害
者
に
返
却
さ
れ
た
(§
と
い
う
。
あ
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る

い
は
ま
た
、
他
地

へ
赴
い
た
青
幇

員
が
固
有

の
方
式
で
仲
間
を
見

い
出
す
と

相
互
に
輩
字
を
明
か
し
合

〆.
た
.、
そ
れ
に
よ

っ
て
上
下
関
係
が
判
明
す
る
と
、

た
と
え
初
対
面
で
あ
ろ
う
と
、
両
者

は
即
刻
無
条
件
的
に
そ
の
支
配
関
係
を
受

け
入
れ
た
(畠こ
.

「
反
清
復
明
党
」
と
し
て
知
ら
れ
る
三
合
会
は
、
そ
の
組
織
の
原
型
を
、
異

族
雑
居
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
広
東

・
福
建
地
方

i
i

同
族
結
合
が
強

い
,i
i

出
身

の
農
業
移
住
者
が
諦
結
し
た
、
異
族
問
相
互
の
規
律
と
秩
序
を
約
し
た
歃

血
結
拝
に
持
ち
、
や
が
て

「
反
清
復

明
」
と

い
う
組
織
目
標
を
加
え
て
儀
礼
的

に
整
備
し
て
い
っ
た
(畠ド)、
こ
の
三
合
会
の
ケ
ー

ス
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
幇
は

都
市
化
す
る
こ
と
で
、
規
範

の
成
文
化
、
入
社
儀
礼
や
暗
号
な
ど
の
秘
密
条
項

を
含

む
構
造
的
側
面
を
整
備
し
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

広
域
に
ま
た
が
る
成
員
の
多
数
性

や
異
質
性
、
匿
名
性
、
瀕
繁
な
移
動
な
ど

の
諸
条
件
が
、
相
乗
的
に
幇
員
問

の
相
互
監
視

・
認
知
を
阻
害
し
て
、
過
度

の

刑
罰
を
含
む
煩
瑣
な
規
範
体
系
や
、
対
内
的

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
た
め
の

特
異
な
儀
礼
的
様
式
を
う
み
だ
し
た
。

こ
の
よ
う
な
構
造
的
属
性
の
た
め
に
、

部
外
者
が
組
織
の
全
貌
や
成
員
間

の
社
会
関
係
を
認
知
で
き
な

い
こ
と
が
、
ひ

る
が
え
っ
て
、
秘
密

の
集
団
な
ど
と

い
う

レ
ッ
テ
ル
を
西
洋
人
か
ら
は
ら
れ
る

一
因
と
も
な

っ
た
.、
都
市
幇
は
、
そ

の
秘
密
・王
義

に
立

つ
組
織
の
合
理
性
ゆ
え

に
あ
ら
ゆ
る
陰
謀
が
可
能
と
な
り
、
都
市
犯
罪
や
革
命
的
企
図
の
温
床
と
な

っ

た
の
も
事
実
で
あ
る
、
反
面
、
雑
多
な
職
に
つ
く
苦
力
や
未
熟
練
労
働
者
を
母

体
と
し
て

い
た
か
ら
、
彼
ら
の
日
常
的
な
生
活
の
全
般
に
及
ぶ
相
互
扶
助
の
団

体
で
も
あ

っ
た
。
だ
か
ら
、
都
市
幇

は
機
能
集
団
と
し
て
も
、
き
わ
め
て
複
雑

な
多
面
的
性
格
を
持

っ
て
い
た
。

都
市
の
成
長
は

一
面
に
お
い
て
、
治
安

・
行
政
能
力

の
回
復
と
社
会
の
組
織

化

・
構
造
分
化

の
過
程
で
も
あ
る
か
ら
、
幇

は
次
第
に
都
市
貧
困
層

の
支
持
を

失

っ
て
弱
体
化
し
、

一
元
的
な
ギ
ャ
ン
グ
集
団

へ
と
堕
す
る
こ
と
に
な
る
。

社
会
構
造
の
分
化
と
幇
の
変
質

中
国
の
都
市
生
活
者

の
伝
統
的
な
共
同
体
組
織
は
、ギ

ル
ド

ー
ー

結
合
原
理

を
血
縁

・
地
縁
と
い
う
自
然
紐
帯
に
持

つ
…
…
1
で
あ

っ
た
,、
ギ
ル
ド
は
そ
の
社

会

・
経
済
的
発
展

の
う
え
で
特
に
、
同
郷
出
身

の
幇

と
特
異
な
関
係
を
結
ん
で

い
る
。

阿
片
戦
争
以
降
海
外
貿
易

の
中
心
が
広
東
か
ら
上
海

へ
移
行
す
る
に
伴

い
、

上
海

へ
殺
到
し
た
游
民
や
農
村
失
業
者
は
、
同
郷
別
に

(た
と
え
ば
福
建
系

.

広
東
系

・
寧
波
系

・
土
着
上
海
系
と

い
う
ぐ
あ

い
に
)
幇
を
組
織
し
た
..
こ
れ

.ら
の
諸
幇
は
相
互
に
武
力
抗
争
を
起
し
て
い
た
が
、
い
ず
れ
も
天
地
会

(三
合

会

)
の
支
流
で
あ
り
、
「上
海
小
刀
会
」
と
は
こ
れ
ら
の
諸
幇
の
総
称
で
あ
る
.、

こ
の
上
海
小
刀
会
首
の
ひ
と
り
福
建
系

の
李
仙
雲
は
同
郷
団
体

「
福
建
泉
淳
会

館
」
の
、
ま
た
同
会
首

の
ひ
と
り
広
東
系
の
李
少
卿
は

「嘉
応
会
館
」
の
、
い

ず
れ
も
董
事

(会
館
の
管
理
者
で
代
表
責
任
者
)
を
併
任
し
て

い
た
(轟、)。

こ
の

事
実
は
、
同
郷
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
ギ
ル
ド
と
幇
と
が
、
特
に
ギ
ル
ド
の
成
長

の
初
期
に
は
未
分
化
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

ギ

ル
ド
と
幇

と
の
地
縁
に
媒
介
さ
れ
た
緊
密
な
関
係
は
、
幇

の
武
力
を
ギ
ル

ド
の
政
治
部
門
に
編
入
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
制
度
化
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
.、

イ
ギ
リ
ス
植
民
地
行
政
下
の
マ
ラ

ッ
カ
の
華
僑
社
会
は
、
福
建
八
の
同
郷
者

か
ら
構
成
さ
れ
る
ギ
ル
ド
、
マ
ー
チ

ャ
ン
ト
に
よ
り
実
質
上
統
治
さ
れ
て
い
た
、、
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そ
の
公
所
で
あ
り
市
役
所
的
存
在

で
も
あ

っ
た

「青
雲
亭
」
は
、
幇
を
弾
圧
す

る
よ
り
も
む
し
ろ
懐
柔
策
を
選
ん
だ
。
治
安
妨
害
の
元
区
た
る

「義
興
会

(福

建
人
か
ら
な
る
三
合
会
支
派
)」
を
、
マ
ラ

ッ
カ
の
特
別
警
察
官

に
任
命
し
て
治

安
維
持
に
あ
た
ら
せ
た
の
で
あ
る
(劇
虧)。

幇
が
、
政
治

・
経
済
的
権
力
を
掌
握
し
た
ギ
ル
ド
に
統
合
さ
れ
ず
、
独
自
に

組
織
の
安
定
を
確
保
し
長
期
的
に
存

在
し
て
幇
員
を
通
世
代
的
に
リ
ク
ル
ー
ト

す
る
よ
う
な
時

に
は
、
ギ
ル
ド
や
行

政
官
庁
に
代
替
す
る
機
能
を
果
す

の
で
あ

る
。香

港
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
割
譲
さ
れ

て
そ
の
飛
領
土
と
な

っ
て
以
来
、
中
国

の

政
治
的
亡
命
者
や
避
難
民
の
恒
常
的
集
積
地
と
化
し
て
お
り
、
同
時
に
多
人
種

が
混
淆
す
る
複
合
社
会
で
も
あ

っ
た
か
ら
、
社
会
的
未
組
織
が
常
態
と
な

っ
て

い
た
。
常
時
、
華
人
人
口
の
約

一
割

を
会
員
と
し
て
い
た
香
港
三
合
会
は
、
組

織
プ
ラ
ン
の
中
枢
に
幇
員
子
女
の
学
校
維
持
の
た
め
に
教
育
部
門
を
設
け
て
い

た
(轟。)。
こ
れ
は
、

一
九
五
九
年
の
香
港
警
察
副
署
長
モ
ー
ガ

ン
に
よ
る
調
査
が

明
ら
か
に
し
た
事
実
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
地
域
住
民
の
利
益
を
尊
重
す
る
近
代

的
な
行
政
が
確
立
す
る
ま
で
は
、
幇

が
都
市
貧
窮
層
の
福
祉
を
代
行
し
て
い
た

こ
と
を
如
実
に
物
語

っ
て
い
る
。

急
速

に
変
動
す
る
都
市
社
会

で
は
、
幇
も
そ
の
多
面
的
性
格
を
大
き
く
変
じ

て
い
く
。
青
幇
は
二
十
世
紀
に
も
は

い
る
と
、
資
本
主
義
経
済

の
浸
入
の
門
戸

と
な

っ
た
華
中
沿
海
の
貿
易
都
市
や
、
揚
子
江
中

・
下
流
域
の
交
易
都
市
の
繁

栄

に
寄
生
し
て
ギ
ャ
ン
グ
と
化
し
、
隠
然
た
る

一
大
勢
力
に
成
長
し
て
い
た
。

青
幇

-

以
下
の
観
点

か
ら
幇
を
分
析
す
る
際
、
史
料
的
に
最
も
す
ぐ
れ
て
い

る
ー

の
変
容
過
程
を
追
う
こ
と
は
、
我

々
に
、
幇

の
社
会
集
団
と
し
て
の
多

」

面
性
を
類
型
的
に
把
握
し
、
そ
の
類
型
間
の
移
行
に
作
用
し
た
社
会
的
要
因
を

分
析
す
る
手
が
か
り
を
提
供
し
て
く
れ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
水
手
ギ
ル
ド
時
代

の
青
幇
は
、
羅
教

の
信
仰
団
体
と

い

う

一
面
を
持

つ
と
同
時
に
、
漕
運
労
働
者

の

一
種
の
組
合
で
も
あ

っ
た
。
漕
運

は
清
王
朝

の
重
要
な
職
務
と
し
て
制
度
化
さ
れ
て

い
た
が
、
家
産
官
僚
制
行
政

の
粗
放
性

の
弊
を
受
け
て
、
監
督
は
不
充
分
な
う
え
に
請
負
制
化
す
る
傾
向
に

あ

っ
た
か
ら
、内
部
の
労
働
者
に
よ
る
略
奪

・
抜
荷
が
日
常
茶
飯
化
し
て
い
た
。

青
幇

の
強

い
連
帯
と
無
条
件
的
互
助
の
組
織
は
、
犯
罪
者
の
ア
ジ
ー
ル
と
し
て

も
機
能
し
え
た
。
青
幇
は
、
農
村
失
業
者
や
無
産
者
と
並
ん
で
犯
罪
者
を
そ
の

恒
常
的
構
成
員
と
す
る
組
織
的
素
地
を
、
水
手
ギ

ル
ド
創
始
以
来
常
時
内
蔵
し

て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

水
手
ギ

ル
ド
時
代
に
は
、
労
働
条
件
の
改
善
や
賃
上
げ
を
要
求
し
て
関
係
官

吏
に
示
威
行
動
を
起
す
時
に
は
洲
青
幇
が
そ
の
動
員
の
主
体
と
な

っ
た
。
幇

一

般
が
鉱
夫
や
交
通
運
輸
労
働
者
や
そ
の
他
下
層
労
働
者

の
ス
ト
ラ
イ
キ
を
動
員

し
た
よ
う

に
、
青
幇
も

一
九

一
八
年
に
は
上
海
大
工
ス
ト
ラ
イ
キ
を
組
織
し
た

と
さ
れ
る
。
漕
運
杜
絶
後
、
都
市
部
の
下
層
労
働
者

]
般
に
開
放
さ
れ
た
青
幇

は
彼
ら
の
政
治
行
動
の
母
体
と
も
な

っ
た
。

し
か
し
、
太
平
天
国
の
騒
擾

に
よ
る
運
河
の
破
壊
や
海
運

へ
の
転
換
は
、
漕

運
労
働
者
を
二
重

の
失
業
者

(
一
説
に
は
約
二
十
万
人
)
と
し
て
社
会
に
排
出

し
た
。

こ
れ
以
降
の
青
幇
は
、
上
海
を
は
じ
め
と
す
る
諸
都
市

の
繁
栄
に
寄
生

し
て
ギ

ャ
ン
グ
の
性
格
を
強
め
て
い
く
。
塩
の
密
売
、
売
春
、
阿
片
窟
経
営
、

誘
拐
や
殺
入
の
請
負
な
ど
の
都
市
犯
罪
に
よ
り
成
長
す
る
青
幇

の
勢
力
は
、
や

が
て
政
治
的

・
経
済
的
権
力
中
枢
に
ま
で
浸
透
す
る
。

一
九
二
〇

・
三
〇
年
代
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の
上
海
の
青
幇

に
は
、
市
の
行
政
首

脳
部
も
含
め
て
政

・
財
界
上
層
部
が
多
数

加
入
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

行
政
機
能
お
よ
び
治
安
の
回
復
や
、
産
業
構
造
の
変
動
下
で
の
経
済
生
活
の

好
転
を
伴
う
社
会
構
造
全
般
の
再
編

が
進
む
。
そ
の
な
か
で
、
都
市
貧
窮
者
が

漸
次
家
族
生
活
を
取
戻
す

一
方
、
近
代
的
政
治
結
社
、
労
働
組
合
や
各
種
慈
善

団
体
な
ど
の
非
伝
統
的
な
多
種
多
様

の
機
能
集
団
が
噴
出
し
始
め
る
。
孤
立
し

た
都
市
生
活
者
と
し
て
、
最
低
限
度

の
生
活
保
障
を
青
幇
加
入
の
第

一
義
的
動

機
と
し
た

一
般
幇
員

の
欲
求
水
準
は
上
昇
す
る
。
そ
の
欲
求
充
足

の
対
象

は
、

.青
幇
か
ら
諸
他
の
近
代
的
機
能
集
団

に
移
り
、
青
幇
に
対
す
る
幇
員

の
依
存
度

や
忠
誠
心
は
減
退
す
る
。

こ
う
し
て
、
勤
労
者

と
し
て
の
生
活
を
回
復
し
始
め

た

一
般
幇
員
の
幇
か
ら
の
離
脱
と
、
青
幇

の
ギ
ャ
ン
グ
化
と
は
並
行
し
て
進
行

す
る
の
で
あ
る
。

'
こ
の
よ
う

に
成
員
の
加
入
動
機
、
依
存
率
や
社
会
集
団
と
し
て
の
機
能
の
変

化
を
招
来
し
た
外
社
会
の
変
動
は
、
同
時

に
幇
内
の
結
合
意
識
や
支
配
関
係

に

も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。
青
幇
組
織
の
無
限
の
拡
大
可
能
性
と
構
造
的
安
定

と

の
基
盤
で
あ

っ
た
、
「輩
字
の
制
」
に
依
拠
す
る
家
父
長
制
的
支
配
関
係

の
動

揺
と
解
体
の
進
行

の
な
か
に
、
そ
れ

は
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

上
海
の
フ
ラ
ン
ス
租
界

の
探
偵
か

ら
成
長
し
て
、
莫
大
な
資
産
を
た
く
わ
え

た
青
幇

の
実
業
家
杜
月
笙
は
、

一
九

二
〇
年
代
に
は
市
の
政

・
財
界
の
要
職
に

就
く
ま
で
に
な

っ
た
。
経
済
力
を
バ

ッ
ク
に
し
た
彼
の
実
力
主
義
は
、
「字
輩
」

を
無
視
し
た
権
力

の
専
横
と
し
て
現
わ
れ
た
。

こ
う

し
た
新
し

い
タ
イ
プ

の

リ
ー
ダ
!
は
、
営
利
活
動

の
合
理
化

を
第

一
目
標
と
し
て
、

一
般
幇
員
を
隷
属

的
地
位
に
落
し
め
対
内
的
福
祉
か
ら
搾
取

へ
と
重
心
を
移
す
。
成
員
の
家
族
意

識
は
稀
薄
化
し
、
幇
員
は
家
族
や
労
働
組
合
な
ど
の
代
替
集
団
に
向
け
て
青
幇

か
ら
積
極
的
に
離
反
し
て
い
く
。揺
籃
期
の
労
働
組
合

ー

青
幇
員
を
多
数
含

む

運
動
の
弾
圧
は
、家
族
的
結
合
意
識
や
支
配
関
係
が
解
体
す
る
頃

の
青

幇

の
代
表
的
な
行
為
様
式
で
あ
る
。

こ
の
位
相
期

の
青
幇
を
知
る
日
本
人
は
、

青
幇
即
ギ
ャ
ン
グ
と
み
な
し
た
も
の
で
あ
る
(轟①)。

こ
の
青
幇
の
ケ
ー
ス
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
都
市
幇
は
き
わ
め
て
多
面
的
な

性
格

i

宗
教
団
体
、
都
市
貧
困
者

の
互
助
団
体
、
未
熟
練
労
働
者
の

一
般
組

合
、
政
治
結
社
、
ギ
ャ
ン
グ
ー

を
持

っ
て
い
る
(凸刈)。
産
業
化

の
も
と
で
の
都

市
生
活
全
般
の
近
代
化
は
、
反
面
、
幇
の
ギ
ャ
ン
グ
化

の
進
行
を
意
味
し
て
い

た
。都

市
幇
は
、
治
安
警
察
力
の
強
化
と
内
部
的
衰
退
の
な
か
で
、
窮
極
的
に
は

二

つ
の
方
向
を
た
ど
る
。

そ
の

一
つ
は
組
織
の
消
滅
で
あ
る
。
そ

の
完
璧
な
ケ
ー
ス
は
、
農
村
幇
の
場

合
と
同
様
、
中
華
人
民
共
和
国
政
権

に
よ

っ
て
実
現
さ
れ
た
。

一
九
五
九
年
に

中
国
を
訪
問
し
た
仁
井
田
陞
博
士
は
、
「上
海
の
ご
ろ

つ
き
退
治
」
と
い
う
小
文

の
中
で
、
革
命
後
数
年
に
し
て
上
海
の
游
民
問
題
が
解
決
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た

そ
の
方
針
が
、
職
業
お
よ
び
生
活
態
度
の
再
教
育
に
よ
り
社
会
復
帰
さ
せ
る
と

い
う
更
生
的
見
地
を
と

っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
(直。。)。

都
市
幇
が
た
ど
る
第
二
の
方
向
は
、
末
裔
と
し
て
の
ギ
ャ
ン
グ
化
で
あ
る
。

香
港
は
イ
ギ
リ
ス
の
飛
領
土
で
あ
り
、
政
治
的
亡
命
者
や
避
難
民
が
こ
の
地
に

流
入
し
た
と
同
様
、
幇

の

一
部
も
こ
の
地
に
難
を
逃
れ
た
。
青
幇

の

一
部
リ
:

ダ
は
、
土
ハ産
主
義
勢
力
か
ら
の
弾
圧
を
回
避
す

る
た
め
に
、
そ
の
財
力
を
資
本
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と
し
て
香
港
に
ギ

ャ
ン
グ
勢
力
を

扶
植
し
た
(轟ε
。
こ
の
地
は
今
H
も
な
お
国
際

的
犯
罪
の
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
の
重
要

な
拠
点
で
あ
る
が
、
三
合
会
や
青
幇
を
中
心

と

す

る
都

市

幇

の
末

裔

も

、

そ

の

エ
ー

ジ

ェ

ン
ト

ー
ギ

ャ

ン
グ

ーー

と

し

て
延

命

を

保

っ
て

い
る

の

で
あ

る
。

五
、
結
び

に
か
え
て

-

幇

の
反
抗

の
限
界

以
上
の
例
証
か
ら
次

の
仮
設

が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「幇

は
、
中
国
近
代

ー

-親
族
組
織
の
発
達
す
る
伝

統
的
な
農
業
社
会

か
ら
産
業
社
会

へ
の
転
換

期
に
あ
た

っ
た

-ー

の
激
的
社
会
変
動
の
な
か
で
、危
機
に
陥

っ
た
伝
統
的
共

同
体

…
1

家
族
、
同
族
、
村
落

、
ギ
ル
ド

ー
の
機
能
不
全
を
補
修
す
る
役

割
を
は
た
し
た
。
民
衆
運
動
史
の
領
域
で
注
目
さ
れ
る
幇
の
活
動
は
、
そ
の
対

外
的
な
政
治
機
能
の

一
面
に
す
ぎ
な

い
.、
こ
う
し
た
意
味
で
、
幇
は
変
動
期
固

有

の
社
会
集
団
で
あ

っ
た
か
ら
、
構
造
分
化
を
伴
う
歴
史
的
大
変
動
の
鎮
静
お

よ
び
中
華
人
民
共
和
国
と
い
う
強
力
な
近
代
国
家
の
成
立
に
よ
り
、
幇
は
消
滅

す
る
運
命
に
あ

っ
た
」
と
。
今
後
は
、
第

一
次
史
料
の
発
掘

・
読
直
し
と

い
う

作
業
を
ふ
ま
え
て
こ
の
仮
設
を
論

証
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

さ
て
本
稿
は
、
幇
が
日
常
生
活
万
般
に
わ
た
る
相
互
扶
助
の
集
団
た
る
こ
と

を
強
調
す
る
た
め
に
、政
治
的

・
社
会
的
反
抗

の
局
面
i
-ー
関
係
史
料
が
集
中

す

る

I
I

の

分
析

が

手

薄

と

な

っ
て
し

ま

っ
た

..
そ

こ

で

終

わ

り

に

、
本

稿

の

作
業
を
前
提
と
す
る
時

い
か
な
る
視
角
か
ら
中
国
近
代
期
に
お
け
る
幇
の
反
抗

の
歴
史
的
意
義
が
分
析
で
き
る
か
、
に
つ
い
て

一
言
し
て
お
こ
う
。

幇
に
つ
い
て
の
政
治
史
的
研
究

の
第

一
人
者
は
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
中
国
近
代

史
家
」

・
シ
ェ
ノ
ー
で
あ
る
。
彼

の
著
書

『十
九

・
二
十
世
紀
の
中
国
の
秘
密

結
社
』
は
、
清
王
朝
権
力
の
専
制
や
帝
国
主
義
列
強

へ
の
反
対
闘
争
、
孫
文
に

代
表
さ
れ
る
共
和
制
樹
立
運
動
や
五

・
四
運
動
か
ら

一
九
四
九
年
ま
で
の
問
の

革
命
運
動

の
な
か
で
、
幇
が

い
か
な
る
政
治
行
動
を
と

っ
た
か
を
知
る
際
の
資

料
的
宝
庫
で
あ
る
。
シ

ェ
ノ
ー
は
、
「
秘
密
結
社
」
の
運
動
が
歴
史
的
進
歩
の
原

動
力

で
あ
る
と
同
時

に
社
会
的
反
動
力
で
も
あ

っ
た
と
い
う
両
義
性

に
着
目
し

ア

ン

ン

ヤ

ン

　

レ

シ

　

ム

て
、
そ
れ
が
結
局
中
国

の
旧

体

制

の
枠
内

で
の
反
抗
勢
力
に
す
ぎ
な
か

っ
た

と
帰
結
し
て

い
る
(。。)。

幇

の
反
抗

が
体

制
内

的

で
あ
り

ー
ー
i
シ
ェ
ノ
ー
も
指

摘
す

る
よ
う

に

ー
1

、
そ
の
政
治
的
異
議
申
立
に
し
て
も
、
伝
統
主
義

へ
の
回
帰
に
帰
趨
し
た

旧
来
の

「
易
世
革
命
」

へ
の
軍
事
的
貢
献
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

我

々
は
こ
の
こ
と
を
、
幇

の
組
織
構
造
、
倫
理
や
価
値
指
向
に
内
的
変
革

の
契

機
が
欠
落
t
て
い
る
こ
と
か
ら
傍
証
で
き
る
の
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
幇

に
は
政
治
運
動
の
行
為
主
体
と
し
て
良
民
の
そ
れ
に
優
越
す

る
点
が
い
く

つ
か
あ
る
.、
第

一
に
、
大
多
数
の
幇
員
は
階
級
脱
落
者
と
し
て
現

体
制

に
絶
望
し
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
を
破
壊
す
る
願
望
や
衝
動
を
潜
在
的
に
持

ち
続
け
て

い
る
。
第
二
に
、
社
会

・
経
済
的
に

マ
ー
ジ
ナ

ル
な
位
置
に
あ
る
こ

と
で
、
世
俗
的
財
や
現
行
道
徳

・
規
範
か
ら
自
由
で
あ
る
.、
第
三
に
、
平
素

か

ら
の
家
族
主
義
的
な
強

い
相
互
扶
助
に
基
づ
く
連
帯
が
武
力
闘
争
時
す
ぐ
れ
た

組
織
性
を
発
揮
す
る
、
な
ど
の
点
で
あ
る
。

幇
員
は
伝
統
的
共
同
体
か
ら
は
み
で
た
階
級
脱
落
者
と
し
て
、
社
会
的
漂
泊

性
と
自
由
と
を
享
有
し
て
い
る
。
彼
ら
は
社
会
の
支
配
的
道
徳
や
規
範

、
連
坐
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制

へ
の
配
慮
や
定
着
農
耕
民
の
抱
く
土
地
や
家
財
へ
の
執
着
か
ら
も
解
放
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
に
、
日
常

の
経
済
活
動

に
要
求
さ
れ
た
頻
繁
な
地
理
的
移
動

の
結

果
、
彼
ら
の
行
動
範
囲
は
広
く
地
勢

に
精
通
で
き
た
か
ら
、
ゲ
リ
ラ
戦
は
幇
が

戦
況
を
有
利
に
展
開
す
る
の
を
助
け
た
。
さ
ら
に
こ
う
し
た
社
会
的
浮
動
性
は

運
動

拡
大
の
機

動
力

と

な

る
。

た
と
え
ば
義

和
団

の
ケ
ー
ス
が
示
す
よ
う

に
、農
民

の
分
散
的
蜂
起
を

一
村

か
ら
他
村
や
都
市
部

へ
と
連
動
さ
せ
た
の
は
、

定
着
農
耕
民

-

敗

れ
た
り
略
奪
に
飽
食
す
る
と
す
ぐ
に
帰
村

し
て
し
ま
う

ー

で
は
な
く
、
大
刀
会
員
や

「義
和
挙
」
の
教
師
に
の
し
あ
が

っ
た
道
士
、

日
雇
苦
力
や
無
頼
漢
な
ど
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
幇
の
家
族
的
相
互
扶
助

の
原
則
は
政
治
的
活
動
に
も
適
用
さ
れ
た
か
ら
全
幇
員
を
無
条
件
的
に
動
員
で

き
た
し
、
そ
の
整
然
と
し
た
内
的
支
配
秩
序
の
お
か
げ
で
武
力
抗
争
も
よ
く
統

制
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う

し
た
組
織
力
は
政
治
家
に
と
り
大
き
な
魅
力

で
あ
る
。
そ
の
た
め
孫
文
、
蒋
介

石
や
毛
沢
東
な
ど
も
幇
に
同
盟
を
働
き
か
け

た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
長
所
の
源
泉
た
る
幇

の
階
級
性
、
組
織
の
構
造

特
性
や
内
的
心
理
的
特
性
は
、
反
面
、
幇

の
反
抗
を
限
界
づ
け
る
短
所
と
し
て

も
作
用
す
る
。

第

一
に
、
階
級
的
無
自
覚
と
し

て
発
現
す
る
。
大
部
分
の
幇
貝

の
第

一
義
的

な
加
入
動
機
は
、
政
治
的
反
抗

の
意
志
表
明
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
経
済
的

.
社

会
的

・
心
理
的
な
自
力
救
済
に
あ

る
。
だ
か
ら
そ
う
し
た
利
害
に
適
合
し
さ
え

す
れ
ば
、
地
主

の
私
兵
と
し
て
貧
農
の
苛
斂
誅
求

の
足
狗
と
な
っ
た
り
、
官
軍

に
招
撫
さ
れ
て
民
衆
運
動
鎮
圧
勢
力
に
変
質
し
た
り
も
す
る
。

こ
う
し
た
政
治

的
曖
昧
さ
ゆ
え
に
、

一
般
民
衆
を
犠
牲
に
す
る
犯
罪
を
平
気
で
犯
し
た
し
、
反

清
復
明
党
三
合
会
諸
派
で
す
ら
太
平
天
国
軍
か
ら
清
朝
政
府
軍

へ
と
安
易
に
寝

返
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

第
二
の
短
所
と
は
、
政
治
活
動
を
支
え
る
倫
理
観
や
行
為
規
範
の
特
殊
主
義

的
性
格
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ

っ
て
運
動
の
分
裂
が
促
進
さ
れ
た
。
幇
が
、
政
治

行
動
も
含
め
て
目
標
の
内
容
に
拘
わ
ら
ず
す
べ
て
の
活
動
に
成
貝
を
無
条
件
的

に
動
貝
で
き
た
の
は
、
そ
の

「
一
家
」
意
識
の
お
か
げ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

た
め
運
動
が

「血
の
復
雙
」

へ
と
反
転
し
た
り
、
幇
相
互
の
私
的
反
目
に
よ
り

運
動
が
分
断
さ
れ
る
傾
向
が
あ

っ
た
。
高
度

の
政
治
意
識
や
政
権
樹
立
の
た
め

の
活
動
の
合
理
的
な
方
針
は
外
部
か
ら
補
槇
さ
れ
る
必
要
が
あ

っ
た
。
幇

の
こ

う
し
た
政
治
的
無
能
力
は
特
に
、

一
地
域
を
占
拠
し
た
後
の
行
政
の
実
施
段
階

で
い
つ
も
露
呈
し
て

い
る
。

短
所
の
第
三
と
は
、
価
値
体
系
レ
ベ
ル
で
反
抗
を
展
開
す
る
だ
け
の
内
的
要

素

の
不
在
で
あ
る
。幇
が
集
団
構
成

の
範
型
を
過
去
の
伝
統

に
求
め
た
よ
う
に
、

そ
の
政
治
的

・
社
会
的
理
想
も
過
去
指
向
的
で
あ
る
。
幇
の
代
表
的
ス
ロ
ー
ガ

ン
は
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
の
う
ち
の

一
つ

「打
富
済
貧
」
と
は
、
貧
困
に
あ
え

ぐ
中
国
農
民
の
伝
統
的

・
普
遍
的
な
運
動
目
標
で
あ
る
。
そ
れ
は
せ
い
ぜ
い
の

と
こ
ろ
所
有
物

の
分
配
率
に
多
少
手
を
加
え
る
と

い
う
改
良
主
義

に
す
ぎ
な

い
.・
ま
た
、
「
替
天
行
道
」
「
反
清
復
明
」
な
ど
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
孟
子
に
理

論
化
さ
れ
た

「革
命
思
想

(
天
命
を
受
け
た
者
が
政
権
の
座
に
つ
く
)」
の
民
衆

的
理
解
と
変
革
願
望
と
の
産
物
で
あ
る
。
彼
ら
が
期
待
す
る
現
政
権
放
伐
後
に

来
た
る
べ
き
政
治
構
造
と
は
、
天
命
を
受
け
た
高
徳

の
名
君
を
頂
点
と
す
る
家

産
制
的
支
配
体
制
な

の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
は
、
反
抗
を
価
値

レ
ベ
ル
に
ま
で

遡
及
さ
せ
て
旧
社
会

の
正
当
性
原
理
を

つ
き
崩
し
、
.易
世
革
命
で
は
な

い
真

の
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革
命
を
達
成
す
る
だ
け
の
斬
新

な
世
界
観
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
契
機
は
欠
落
し

て
い
る
。

こ
れ
ら
の
短
所
の
た
め
に
、
家
族
的
利
己
主
義
活
動

の
直
接
的
な
延
長
線
上

に
あ

っ
た
幇
の
冒
険
主
義
は
、
と
う
て
い
軍
事
的
破
壊
活
動

の
域
を
出
る
も
の

で
は
な
く
、
伝
統
的
体
制
を
突
破

す
る
力
は
な
か
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
中
国

近
代
期

の
他

の
運
動
形
態
と
比
較
す

る
こ
と
で

一
層
鮮
明
と
な
る
。

た
と
え
ば
、
幇
員
と
同
じ
社
会

・
経
済
的
地
位
に
あ
る
民
衆
を
動
員
し
た
運

動

の
う
ち
で
も
、
宗
教
を
結
合
契
機
と
し
た
集
団
に
は
、
政
治
的

・
倫
理
的
反

乱

へ
と
発
展
す
る
要
素

が
内
在
し

て
い
る
。
深
刻
な
社
会
的
危
機
を
背
景
と
し

た
太
平
太
国
運
動
や
白
蓮
教
の
乱

が
そ
の
例
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
宗
教
運
動
に

は
、
幇
の
運
動
と
比
較
す
る
時
い
く

つ
か
の
類
型
的
特
性
が
指
摘

で
き
る
(.
、)。

混
淆
的

・
多
神
論
的
な
宗
教
生

活
を
常
態
と
し
た
中
国
農
民
に
は
未
知
の

・

唯

一
の
人
格
神

へ
の
信
仰

の
も
と
で
、宗
派
ー

所
属
宗
派
以
外
の
宗
教
的
権

威
、
儀
礼
や
生
活
様
式
を
断
固
拒
否
す
る
自
発
的
入
信
者
か
ら
な
る
宗
教
的
共

同
体

ー

が
形
成
さ
れ
る
。
神
託

を
告
げ
る
予
言
者
の
独
自
の
時
間
論
、
世
界

観
や
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
、
現
世
に
絶
望
す
る
農
民
に
と
り
最
も
ア
ク
チ

ュ
ア
ル
な

救

済
思
想
と
し
て
受
容
さ
れ
る
。

長
期
的
な
布
教
活
動
に
よ
り
、
血
縁
主
義

ー

幇
が
そ
の
弊
に
陥

っ
た
ー
ー

克
服
の
努
力
が
は
ら
わ
れ
る
。
そ
の
成
果

は
ま
ず
祖
先
崇
拝
の
排
棄
に
現
わ

れ
る
。
同
友

i

価
値
と
理
想
と
を
同
じ
く

す
る

ー

関
係
第

一
主
義
を
基
礎

と
す
る
普
遍
主
義
的
倫
理
に
は
、生
産
農
民

の
道
徳
観
に
背
反
せ
ず
農
民
を
共
同
体
ぐ
る
み
で
大
量
に
吸
収
で
き
る
可
能
性

が
あ
る
。
救
済
手
段
と
し
て
の
禁
欲
主
義
は
、
目
標
の
合
理
的
追
求
の
た
め
に

自
然
の
情
動
を
制
御
す
る
訓
練
と
な
り
、
軍
事
的
闘
争
を
正
当
化
し
忍
従
す
る

内
的
基
礎
を

つ
く

っ
た
コ
カ
り

ス
マ
に
指
導
さ
れ
る
宗
教
運
動
に
は
、
こ
の
よ

う
に
幇

の
運
動
と
は
違

っ
て
、価
値

レ
ベ
ル
に
か
か
わ
る
内
的
変
革

の
契
機
と
、

運
動
を

一
大
勢
力
と
し
て
拡
大
す
る
道
徳
的
普
遍
主
義
的
な
特
性

と
が
内
在
し

て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、

一
九
世
紀
最
大

の
千
年
王
国
論
太
平
天
国
運
動

の
経
験
は
、
そ

の
挫
折
の
原
因
が
、
宗
教
的
熱
狂
の
エ
ネ

ル
ギ
!
を
世
俗
的
合
理
主
義

へ
と
転

換

で
き
な
か
っ
た
政
治
的
無
能
力
と
共
に
、
儒
教
主
義
の
前
で
の
思
想
的
敗
北

に
も
あ
る
こ
と
を
我

々
に
示
し
て
い
る
。

南
京
を
首
都
に
し
た
建
国
以
降

の
太
平
天
国
で
は
、
祖
霊
崇
拝
が
復
活
し
た

し
、官
史
登
用
の
手
段
と
し
て
科
挙
試
験

ー

内
容
は

一
部
キ
リ
ス
ト
教
義
に

変
更
さ
れ
、
女
子
の
受
験
が
許
可
さ
れ
は
し
た
が
ー

の
方
式
が
踏
襲
さ
れ

た
。
そ
の
う
え

「幼
学
詩
」
と
い
う
新
世
代
教
育

の
た
め

の
道
徳
教
本
は
、
旧

社
会
の

「三
綱
五
常

(君
臣

・
父
子

・
夫
婦

・
兄
弟

・
朋
友
間
の
道
徳
律
)」
を

そ
の
ま
ま
採
用
し
て
い
た
。
太
平
天
国

は
、
時
が
た

つ
ほ
ど
に
儒
教
倫
理

ー

歴
代
王
朝
の
支
配
体
制
の
正
当
性
根
拠
を
構
成
し
た
家
族
的
提
膩
列

観
念
的

堡
塞

ー

復
活
の
色
あ
い
を
深
め
て
い
く

の
で
あ
る
。
プ

ロ
テ
ス
タ

ン
ト
を
範

に
と
っ
た
上
帝
会

(大
平
天
国
運
動

の
組
織
的
中
枢
)
の
教
祖
洪
秀
全
は
、
「失

意
の
読
書
人
」
で
あ
り
、
改
宗

・
布
教
に
先
だ
つ
二
十
有
余
年
間
を
科
挙
に
受

か
る
た
め
、
ひ
た
す
ら
儒
教
的
知
識
を
研
鑚
す
る
こ
と
で
す
ご
し
た
。
そ
の
知

識
こ
そ
が
、
非
伝
統
的
な
理
想
国
家
を
建
設
す
る
際

の
思
想
的
桎
梏
と
な

っ
た

わ
け
で
あ
る
。

価
値
レ
ベ
ル
で
の
転
換
に
よ

っ
て
中
国

の
伝
統
的
社
会
構
造
を
全
面
的
に
変

革
す
る
た
め
に
は
、
儒
教
思
想
に
毒
さ
れ
て
い
な

い
新
し
い
タ
イ
プ

の
知
識
人
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.の
成
熟
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
変
革

へ
の
欲
求
や

エ
ネ

ル
ギ
ー
を
幇
や

宗
派
の
運
動
の
中
に
表
出
し
た
下
層
民
衆
を
し
て
、
近
代
的
国
家

の
国
民
的
自

ヘ

へ

覚
を
も

つ
社
会
成
員
に
新
生
さ
せ
る
に
は
、
貧
困
解
消
に
よ

っ
て
彼
ら
の
物
質

的
生
活
条
件
を
改
善
す
る
と
同
時
に
、
長
期
的
な
思
想
改
造
に
よ
る
内
的
変
革

が
必
要
で
あ

っ
た
。
近
代
中
国
が
う

ん
だ
新
し

い
知
識
人

の
系
譜
に
あ
る
共
産

　

　

　

　

主
義
者
が
そ
れ
を
実
践
し
た
。
中
国
史
上
初
め
て
の
真
の
革
命
は
、
儒
教
に
か

え
て
社
会
主
義
思
想
を
国
民
的
価
値
体
系

の
正
統
に
据
え
た
、
こ
れ
ら
共
産
主

義
知
識
人
の
指
導
に
よ

っ
て
達
成
さ
れ
た
(單
。

共
産
主
義
知
識
人
に
よ
る
運
動
に
く
ら
べ
て
幇
や
宗
派
を
核
と
す
る
運
動
に

.
は
、
政
治

・
経
済

・
社
会

・
思
想
な

ど
の
全
面
に
わ
た

っ
て
中
国

の
歴
史
を
単

独
で
大
き
く
転
轍
す
る
力
は
な
か

っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
中
国
近
代
期
の
そ
れ

ら

の
反
抗
を
伝
統
主
義

の
前
で
の
蹉
跌
と
呼

ぶ
こ
と
も

で
き
よ
う
。
さ
ら
に

我

々
が
関
心
を
持

つ
幇

に
は
、
内
的
変
革

の
萌
芽
さ
え
内
在
し
て
い
な
か
っ
た

と
評
価
で
き
る
の
で
あ
る
。

注

ω

易
世
革
命
と
は
、
天
命

に
よ

っ
て
有
徳

の
人
が
皇
帝

の
位

に

つ
き
天
意

に
反
す
る

者
は
そ
の
位
を
失
う

、
と
い
う

中
国
古
来

の
政
治
思
想
を
背
景

に
も

つ
王
家

の
政
権

交
替

の
こ
と
。

②

鈴
木
中
正
著

『中
国
史
に
お
け

る
革
命

と
宗
教
』
(
一
九
七
四
年
、
東
京
大
学
出
版

会

)
は
、
王
朝
交
替
期

の
大
規

模
な
宗
教
運
動
を
通
史
的

に
追

っ
た
も

の
で
あ
る
。
終

章

で
は
王
朝
革
命

の
原
因
と
な

っ
た
社
会
解
体
を
類
型
化
す

る
試

み
が
な
さ
れ
て

い

る
。

③

こ
の
時

期
の
人
ロ
爆
発

の
原
因
は
ま
だ
解

明
さ
れ
て

い
な

い
。
人
口
爆
発

と
生
産

力

と
の
ア

ン
バ
ラ

ン
ス
の

一
指
標
と
し
て
次
の
デ
ー
タ
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

ε

〉

□
眩

営

(切
V

誰

苗

國
懿

眩

書

横

蜀
凸

岳

δ
O

(一
誤
ω
自

d

>

)

一
お

昏
醤

δ
O

ミ
cQ
一
醤

一Φ
窃

霜

①
Φ
冊

一〇
cQ

一〇。
bっ
一"

b⊃
心
Q。

(
ω
"㎝q
α
心
司

丶
〆
)

一
c。
一b⊃醤

一
δ

冨
目
"

G。
O
一

(癖
"Goba
一①
司

丶
r
)
.

H
c。c。
一醤

一
8

(唐

瀁

ノ
腱

耕

辭
剰

『計

剰

洲

團
樋

砂

s
奪

滞
』

6
鵡

甜

回
爵

洋

♂

℃
P

㎝
じ

ω

B

・
1

・
シ

ュ
ウ

ォ
ル
ツ
著

(平
野
健

一
郎

訳
)
『中
国

の
近
代
化

と
知
識
人

ー

厳
復
と
西
洋

ー

』
(
一
九
七
八
年

、
東
京
大
学
出
版
会

)
は
、
「
西
洋

の
力
」
の
源

泉

が
窮
極
の
と
こ
ろ
制
度

、
理
念
や
価
値
の

レ
ベ
ル
に
あ
り
、
そ
れ
ら

は
儒

教
思
想
と

相
容
れ
な

い
こ
と
を
、
厳
復

(
一
八
五
三
年

～

一
九
二

一
年

)
の
西
洋
思
想

研
究

の
分

析
を
通

し
て
論
証
し
た
秀
作

で
あ
る
。

⑤

「
幇
」
と
は
語
源
的

に
は

「
助
け
る
」
と

い
う
意
味
で
あ
り
、
訳
語
と
し

て
は

「仲

間
」
「
組
A
口
」
な
ど
が
あ

て
ら
れ
る
。
中
国
人

の
用
法

で
は
、
ギ
ル
ド
や
秘
密
結
社
な

ど
に
適
用
さ
れ
る
。
本
稿
は
こ
の
語
を
類
型
概
念
と
し
て
用

い
る
こ
と
に
す
る
。

㈲

「
秘
密

結

社

」
と

い
う

タ

ー

ム

は
、
英
国

王

立

ア

ジ

ア
協

会

の

∪
5
≦

ぎ
o
が
植

民

地
行

政

下

の
中
国

人
結

社

の

一
部

に
対

し

て

一
八

二

七
年

に
初

め

て
使

用

し

た

も

の

と

さ
れ

る

が

、
詳

細

は
不

明

で
あ

る
。
秘
密

結

社

に

つ

い
て

の
政

治
史

的

研

究

と

し

て

は
次

の
二

冊

が
代

表

的

な

も

の

で
あ

る
。

器

鋤
昌

O
び
Φ
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8

二
×
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ω
8

お
け

ω
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Φ
ω
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①
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①
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ω
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ω
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O
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O
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QQ
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鳶
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廓

⑦

≦

0
8
居
勺
長
8

一尸

↓
冨

O
巨
器

ω
Φ
ヨ

ω
o
⊆
9
①
m
ω
冖
〉
俄
鋤
-
○
臥
o
a

¢
巳
〈
Φ邑

昌

甲

①
ωω
-
一⑩
①
㎝
U
P

N
お

ー
b⊃
謹

.

⑧

中

国

ギ

ル
ド

の
経

済

勢
力

の
強

大

と

か

た
や

政

治
勢

力

の
弱

小

の
原

因

は
、

家

産

主

義

国

家

の
専

制

的

行

政
力

や

自

然

紐
帯

に
あ

る

と

さ
れ

る
。
清

水
盛

光

『
支
那

社

会

の
研

究

』

一
九

三

九

年

、
岩

波

書
店

、
第

二

章

参

照
。

⑨

中

国

の
伝

統

的

共

同
体

が
家

の
擬

制

に
立

脚

し

て

い
だ

こ
と

に

つ
い

て

は
、

松

本

善

海

「
舊

中

國
社

會

の
特

質

論

へ
の
反
省

」
『東

洋

文
化

研

究

』
九

号

、

一
九

四

八

年

、

参

照
。

⑩

い
鉱
眺o
ざ

日
『

ω
↓

、.↓
冨

]≦
四
匹
昌
αq

o
粘
卿

即
①
σ
Φ
一
冖
r
ξ

照
⊆
コ
σq
1
2

穹

亀

号
①

閃
o
「ヨ
鋤
江
8

0
貼
3

①
uσ
す
o
犀

司
一pD
oq

>
「ヨ
《
。し

'
O
げ
Φ
ω
器

窪

×

(巴

「Y

8

・
o
一け

O
℃
・

c。
O
～
り
①
.

亀

qD

相

田
洋

、
「水

滸
伝

の
世

界

中
国

民

衆

の
観

念

的

世

界
」
『歴

史

学

研

究

』
、
第

三
九

四

号

、

一
九

七

三

年
。

⑫

「
血

盟
俗

」
に
関

し

て
清

水
博

士

は
、
「
血

縁
創

造

機

能

」
か
ら

「契

約

呪
縛

機

能

」

へ
と
発

展

す

る

と

い
う

ダ

ヴ

ィ

の

.一
般

論

を

認

め

つ

つ
も

、
「
三

A
口
会
」

の
義

兄
弟

間

で

、
親

族

義

務

の
最
重

要

な

慣
行

と
し

て

の

「
服

喪

」
が
義

務

づ
け

ら

れ

て

い
た

こ
と

を

根

拠

と

し

て
、
支
那

の
場
合

、
前

者

の
機

能

が
後

世

ま

で
意

義

を

喪

失

し

て

い
な

い

と

い
う

見
解

を

と

っ
て

い
る
。
清

水
盛

光

『支

那

家
族

の
構

造

』

一
九
四

二

年

、
岩

波

書

店

、

二
六

～
四

三

頁
。

⑬

末

光
高

義

『
支

那

の
秘

密
結

社

と
慈
善

結

社
』

一
九

三

二
年

、
満

洲

評
論

社

(
『中

國

の
秘
密

結

社

と
慈

善

結

社

』
と

し

て
、

一
九
七

四

年

、.
台

北

よ
り

再

版

)
、
再

版
書

の

=

二
頁
。

ω

』
.
0
ぴ
①
ω
器

譬

×
1
8

.
0
3

0
P

ω
ω
.

⑮

こ
の
文

脈

で

の
青

幇

に
関

し

て

は
特

に

次

の
も

の
が
参

考

と
な

る
。
星

斌
夫

「清

代

の
水

手

に

つ

い
て

」
『東

方

学

』
、
第

一
二
巻

、

一
九

五

五

年
。
森

田

明

「
清
代

水

手

結

社

の
性

格

に

つ

い
て
」
『
東
洋

史

研
究

』
、

=

二
巻

・
五

号

、

一
九

五

五

年
。
ま

た
仁

井

田
陞

「
中

国
社

会

と

兄
弟

的

仲

間

結
合

構

造

浮

生

六
記

と

水
滸

伝

」
(幼

方

・
福

島

編

、
『
中
国

の
伝

統

と
革

命

2

』
所

収

、

}
九

七

四
年

、
平

凡

社

)

は
、
青

幇

が
採

用

し

た

「輩

字

の
制

」
を
解

説

し

て

い
る
。
な

お

仁

井

田
博

士

は

そ

の
際

、
青

幇

の
横

の
構
造

を

強
調

し

て

い
る

が
、
こ
れ

は
本

稿

の
見

解

に
抵
触

す

る
も

の

で
は

な

い
。
な

ぜ
な

ら
本

文

中

で

こ

と
わ

っ
た

よ
う

に
、

青

幇

に

は
縦

・
横

二

原

理

が
作

用

し

て

お

り

、

比
較

対
象

の
と
り

方

で
二
原

理

の
優

越

は
変

化

す

る

か
ら

で

あ

る
。

⑯

三
合

会

に

つ

い
て

は
特

に
、
平

山

周

「支

那

革
命

党
及

秘
密

結

社
」
『
日

本

及

日
本

人

』
第

五

六

九
号

、

一
九

一

一
年

。

旨

O
『
Φ
ωp
①
o
⊆
×
}
o
℃
・
o
芦

○
ぴ
o
℃
8
二

.

qD

西
順

蔵

編

『原

典

中

国

近
代

思

想

史

・
第

一
冊

、

ア

ヘ
ン
戦

争

か

ら
大

平

天

国

ま

で
』
、

一
九

七

六
年

、

岩

波
書

店

、

四

六
五

頁

。

⑱

]≦
穹

8

拝

ζ
o
肆

卿

』凱
搾
o
団捨

0
8

お
①
ρ

..↓
冨

護
⊆
⇒
αQ
=
〒

けN⊆
o
粘
Z
o
「§
①
9。ω
け

〇
三
蠧

..こ

.
0
7
①ω
口
①
臼D
⊆
×
(Φ
位
)噛
o
P

α
け.
℃
U
.
お

㎝
～

一ω
軽
'

⑲

末

光

高
義

、
上

掲

書

、

一

一
〇

頁
。

⑳

同

書

、

一
六

頁

。

⑳

鈴

木

中

正
、

上

掲
書

、
二

四

九

頁
。

働

E

・
J

・
ホ
ブ

ズ

ボ

ー

ム
著

(斎

藤

三

郎

訳

)
『
匪

賊

の
社

会

史
』
(
一
九

七

二
年

、

み
す
ず

書

房

)
は
、
そ

の
特

性

を

き

わ

め

て
高
度

に

一
般

化

し

た
も

の
で

あ

る

が
、
中

国

の
農

村

部

の
幇

を

考

察

す

る
時

に

も

想

像

力

を

か

き

た

て

て

く

れ

る

好

著

で
あ

る
。

㈱

西

川
喜

久

子

「太

平

天

国

と
宗

教

」
『
中

国

文
化

叢

書

、
第

六
巻

・
宗

教

』
、

一.九

六

九

年
、

大

修
館

書

店

、

二

六
九

頁

。

⑳

鳴
本

信

子

「
白
朗

の
乱

に
み

る
辛

亥

革

命

と
華

北

民
衆

」
青
年

中

国

研

究
者

会

議

編

『中

国

民
衆

反

乱

の
世

界
』

所

収

、

一
九

七

四

年

、
汲

古

書

院

、
三

～
七

頁
。

㈲

末

光

高
義

、

上

掲

書

、
三

八

～

三
九

頁

。

㈱

]≦
き

8
=
俸

旨
q
評
o
闇持

四
鹽
鋤
・
○
二

⑳

旨

0
げ
Φ
ω器

窪

×
"
8

.
色
け

◎
℃
.
①
一
～
①
Q。.
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㈱

紅
幇

の
塩
密
売

に
つ
い
て
は
、
井
上
紅
梅

『
匪
従
』、

一
九
二
三
年
、
日
本
堂
書
店

(上
海

)、
七
九
頁
。
ま

た
、
歴
代

王
朝

の
恣
意
的
な
塩

の
専
売
制
に

つ
い
て
は
、
佐

伯
富

「
鹽
と
支
那
社
会
」
『東
亜
入
文
学
報
』
、
第
三
巻

一
号
、

一
九
四
二
年
。

⑳

満
州
国
、
国
務
院
、
治
安
部
分
室

(漢
民
族
社
会
実
態
調

査
第

一
編
)
『大
観
園

の

解
剖
』
満
州
、

=
二
五

～

一
四
四
頁
。

㈱

旨

O
げ
Φ
撃
Φ
9
=
×
闇
oP

9
ρ
℃
P

=
①
～
一㎝
ρ

GD

一σ
こ
`
ロ
℃
・
O
N

㈱

渡
辺
惇

「
清
末
哥
老
会

の
成
立
」
東
京
教
育
大
学
東
洋
史
学
研
究
室
編

『
近
代

中
国

農
村
社
会
史
研
究
』
所
収
、

　
九
六
七
年
、
大
安

(
株
式
会
社

)。

㈱

W

・
G

・
ベ
ー
チ

ェ
ッ
ト

(山
田

・
小
川
訳
)
『纒
足
を
解

い
た
中
国
』
㈲
、

一
九

五
四
年
、
岩
波
新
書
、

一
四
七
頁
。

鋤

同
童
日、

一
亠ハ
○
百
ハ。

㈲

橘

樸

「
土
匪

と
ギ

ャ
ン
グ
」
、
末
光
高
義
、
上
掲
書
、
四
頁

(序
文

)。

㈹

末
光
高
義

、
上
掲
書
、
第

二
紅
幇
、
参

照
。

鋤

.
℃
①
邑
四
Ω

9

日
筈

Φ
厂

〇
三
コ
Φ
ω
Φ
O
o
o
冨

円
皀

oQ
蠢
ぼ
8

けo
O
o
篝
窪

①
ω
鼠

け三
口

9
Φ
ゆ
ユ
氈
。。汀
国
B
豆
「ρ

一
覊
一
(穿
」
ω
ρ
一
⑩
b。
Q。y
目
o
口
山
8
.

働

井
上

紅
梅
、
上
掲
書
、

一
五
頁
。

㈱

平
山
周
、
上
掲
書
、
四
二
～
四
三
頁
。

㈹

末
光
高
義
、
上
掲
書
、
五
八
頁
。

ω
、
井
上

紅
梅
、
上
掲
書
、
二
～
三
七
頁
。

㈹

佐

々
木
正
哉
氏
は
『
清
末

の
秘
密
結
社

・
前
編

・
天
地
会

の
成
立
』
(
一
九
七
〇
年
、

巌
南
堂
書
店

)
の
中

で
、
天
地
会

の
諸
起
源
説
話

の
矛
盾

を
史
実

に
照
ら
し

て
考
証
し

て
い
る
。
そ
し
て
天
地
会

の
結
拝

の
俗
に
注
目
し
台
湾
の

「
風
俗
志
」
な
ど
も
参
考
に

し

て
、
そ

の
成
立
が

一
七
八
六
年

の
台
湾
で
の

「
林
爽
文

の
叛
乱
」
の
時
期
を
あ
ま
り

さ

か
の
ぼ
ら
な

い
と
結
論
し

て
い
る
。
「
反
清
復
明
」
と

い
う
儀
礼
上
の
目
標
を
根
拠

と
し

て
天
地
会
即
政
治
結
社
と

み
な
す
よ
う
な
読
者

は
、

こ
の
書
を
ぜ
ひ
と
も

一
読

す

べ
き

で
あ

る
。

㈲

坂

野
良

吉

「
上

海

小

刀
会

の
叛
乱

」
『
歴

史

学

研
究

』
、
第

三

五

三
号

、

一
九

六

九
年

、

.三

頁
。

㈹

今

堀

誠

二

『
マ
ラ

ヤ

の
華

僑

社
会

』
研
究

資

料

一
九

八

、

一
九
七

三

年

、
ア

ジ

ア

経

済

出

版
会

、
第

二

章

「
マ
ラ

ッ
カ

の
市

政

」。

殉

毛

.
勺
・
ζ

oお

鋤
P

↓
ユ
巴

ω
o
o
一Φ
け一①
ω
5

山
8

ひq
困
8

0q
し

Φ
①ρ

出
8

0Q
囚
8

ひq
・

馴

青
幇

の
麺

的
変
容
を
知

る
に
は
・
茜

に
あ
げ
た
論
文

の
ほ
か
・特

・
次

の
も
の

が
参
考
と
な
る
。
末
光
高
義
、
上
掲
書
、
第

一
、
青
幇
。
酒
井
忠
夫

「
現
代
中
国

に
於

け
る
秘
密

結
社

(幇
會
)
」
『近
代
中
国

研
究
』
所

収
、

一
九
四
八
年
、
好
学
社
、
四
、

チ
ン
バ
ン

ホ
ン
パ
ン

青
幇

(清
門
羅
教
)。
酒
井
忠
夫

「
清
末
中
国

の
秘
密
結
社

-

青
幇

・
紅
幇

の
思
想

と
行
動

ー

」
『伝
統
と
現
代
』
第

一
〇
号
、

一
九
七

一
年
。

49

幇
は
、
中
国

の
自
生
的
な
労
働
組
合

の
原
型
で
あ
り
な
が
ら
も
、
近
代
的
な
労
働
運

動
発
展

の
阻
害
因

子
と
も
な

っ
た
。
両
者
の
関
係
は
ま
だ
解
明
さ
れ
て

い
な

い
。

⑱

仁
井
田
陞

『
東
洋
と
は
何
か
』
一
九
六
八
年
、
東
京
大
学
出
版
会
、

一
六
二
～

一
六

九
頁
。

紛

薯
9
℃
」
≦
O
お
P
P

O
P

虫
け
.讐
℃
P

『
①
ー
刈
り
.

剛

旨
9
窘

①舞

。9

∫
○
訂
℃け①る

朗

幇
と
宗

教
運
動

と

の
類
型
的
相
違

は
・
筆
者

の
修

士
論

文

「中
国

の
秘
密

結
社

i

解
体
期
下
層
民
問
社
会

の
保
全
と
反
抗

ー

」
(
一
九
七
九
年
、
大
阪
大
学
大
学

院
人
間
科
学
研
究
科
に
提
出

)
の
中

で
分
析
さ
れ
て

い
る
。
な
お
、
そ
の
最
後

に
添
付

し
た
文
献

一
覧

に
は
、
本
稿

で
割
愛
さ
れ
た
幇
の
史
料
も
掲
載

し
て
あ
る
の
で
参
考

と
さ
れ
た

い
。

働

中
国
革
命

の
世
界
史
的
意
義

を
、
「毛
沢
東
思
想
」
を
素

材
と
し

て
M

・
ヴ

ェ
ー

バ
ー

の
宗

教
社
会
学
的
視
角

か
ら
考
察
し

た
も

の
に
、
住
谷

一
彦

「
長
征

と
出

エ
ジ
プ

ト
」
『
思
想
史
と
し
て
の
現
代

』
(
一
九
七
四
年
、
筑
摩
書

房
)
が
あ

る
。
な
お
そ

こ
で

は
太
平
天
国
に
対
す
る
ヴ

ェ
ー
バ
ー
の
見
解

の
解
説
も
な
さ
れ
て

い
る
。
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